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令 和 ８ 年 度 釧 路 市 各 会 計 予 算 

 

議 案 番 号       件 名             

議案第 ３ 号 

議案第 ４ 号 

議案第 ５ 号 

議案第 ６ 号 

議案第 ７ 号 

議案第 ８ 号 

議案第 ９ 号 

議案第１０号 

議案第１１号 

議案第１２号 

議案第１３号 

議案第１４号 

議案第１５号 

議案第１６号 

議案第１７号 

令和８年度釧路市一般会計予算 

令和８年度釧路市国民健康保険特別会計予算 

令和８年度釧路市国民健康保険阿寒診療所事業特別会計予算 

令和８年度釧路市国民健康保険音別診療所事業特別会計予算 

令和８年度釧路市後期高齢者医療特別会計予算 

令和８年度釧路市介護保険特別会計予算 

令和８年度釧路市魚揚場事業特別会計予算 

令和８年度釧路市駐車場事業特別会計予算 

令和８年度釧路市動物園事業特別会計予算 

令和８年度釧路市病院事業会計予算 

令和８年度釧路市水道事業会計予算 

令和８年度釧路市工業用水道事業会計予算 

令和８年度釧路市下水道事業会計予算 

令和８年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算 

令和８年度釧路市港湾整備事業会計予算 

（以上 別冊） 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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議案第１８号 

 

釧路市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

釧路市行政手続条例（平成１７年釧路市条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１５条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中「名あ

て人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事

項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその

者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の

方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏

名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に

掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項に

おいて「公示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者

が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面

を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設

置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態

に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当

該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到

達したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第

４項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「と、」の次に「同項中

」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始

めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「

同項第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第
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２８条第３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５

条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の釧路市行政手続条例（以下「新条例」という。

）第１５条第３項及び第４項（これらの規定を新条例第２２条第３項若し

くは第２９条又は他の条例において準用する場合を含む。）の規定は、こ

の条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知につ

いては、なお従前の例による。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

行政手続法の一部改正に準拠し、公示の方法による聴聞の通知等について

所要の改正を行うとともに、規定の整備をいたしたく、本案を提出するもの

である。 
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議案第１９号 

 

釧路市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

釧路市職員定数条例（平成１７年釧路市条例第４０号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

職  員  の  定  数 

１  市長の事務部局（病院及び診療所を除く。）の職員

（市長の事務部局の職員を併任する幼稚園の職員を含

む。） 

９８１人 

２  病院及び診療所の職員 ８９９人 

３  上下水道部の職員 １２５人 

４  議会事務局の職員 １２人 

５  選挙管理委員会の職員 ５人 

６  監査事務局の職員（公平委員会の職員を併任する者

を含む。） 
６人 

７  農業委員会事務局の職員 ４人 

８  消防本部及び署の職員 ３２２人 

９  教育委員会事務局の職員 １３９人 

10  教育委員会所管の学校職員（市長の事務部局の職員

を併任する幼稚園の職員を除く。） 
６６人 

計 ２，５５９人 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２６日提出 

                     釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 
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各課業務体制の見直し、業務量の増減等による減員及び増員を行いたく、

本案を提出するものである。 
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議案第２０号 

 

釧路市特別職の職員の給与に関する条例等の特例に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、釧路市特別職の職員の給与に関する条例（平成１７年

釧路市条例第６１号。以下「特別職給与条例」という。）又は釧路市教育

委員会教育長の給与等に関する条例（平成１７年釧路市条例第６４号。以

下「教育長給与条例」という。）の適用を受ける職員の令和８年４月分か

ら令和９年３月分までの給料月額について、特別職給与条例及び教育長給

与条例の特例を定めることを目的とする。 

（特別職給与条例による給料月額の特例） 

第２条 特別職給与条例第２条の規定にかかわらず、令和８年４月分から令

和９年３月分までの給料月額は、市長９３１，５００円、副市長７９３，

２５０円、監査委員６７９，０００円、公営企業管理者６７９，０００円

とする。 

（教育長給与条例による給料月額の特例） 

第３条 教育長給与条例第２条第１項の規定にかかわらず、令和８年４月分

から令和９年３月分までの教育長の給料月額は、７０３，２５０円とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用除外） 

２ 特別職給与条例第４条第２項の規定、釧路市特別職の職員の退職手当支

給条例（平成１７年釧路市条例第６７号）第３条の規定及び教育長給与条

例第３条第２項の規定については、この条例の規定を適用しない。 
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令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

本市における事務事業の見直しを受け、特別職の職員の給料月額を減額い

たしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２１号 

 

釧路市基金条例の一部を改正する条例 

 

釧路市基金条例（平成１７年釧路市条例第７４号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条に次の１号を加える。 

(28)釧路市企業版ふるさと納税基金（以下「企業版ふるさと納税基金」と

いう。） 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号

に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業（以下「まち・ひと・

しごと創生寄附活用事業」という。）に要する資金に充てる。 

第３条中第２８項を第２９項とし、第２７項を第２８項とし、第２６項の

次に次の１項を加える。 

２７ 企業版ふるさと納税基金に積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定

める額とする。 

第４条中「及び森林環境整備基金」を「、森林環境整備基金及び企業版ふ

るさと納税基金」に改める。 

第７条に次の１項を加える。 

２７ 企業版ふるさと納税基金は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に

要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分すること

ができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（釧路市基金条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 釧路市基金条例の一部を改正する条例（令和６年釧路市条例第３７号）

の一部を次のように改正する。 

第２条に１号を加える改正規定を次のように改める。 
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第２条に次の１号を加える。 

(29)釧路市宿泊税基金（以下「宿泊税基金」という。） 釧路市宿泊

税条例（令和６年釧路市条例第３５号）第１条に規定する費用に係

る資金に充てる。 

第３条中第２８項を第２９項とし、第２７項を第２８項とし、第２６項

の次に１項を加える改正規定を次のように改める。 

第３条中第２９項を第３０項とし、第２８項を第２９項とし、第２７

項の次に次の１項を加える。 

２８ 宿泊税基金に積み立てる額は、釧路市宿泊税条例に規定する宿泊

税の収入のうち、釧路市一般会計予算に定める額とする。 

第４条の改正規定中「森林環境整備基金」を「企業版ふるさと納税基金

」に改める。 

第７条に１項を加える改正規定を次のように改める。 

第７条に次の１項を加える。 

２８ 宿泊税基金は、釧路市宿泊税条例第１条に規定する費用に充てる

場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する資金に充てるため、釧路市

企業版ふるさと納税基金を設置いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２２号 

 

釧路市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

釧路市介護保険条例（平成１７年釧路市条例第１３８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 附則に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第９条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において市内に

住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の

賦課期日において市内に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定に

より本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に

限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）のうち、令和７年の合

計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２

８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５万１，

０００円以上６５万１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度に

おける保険料率の算定についての第６条（第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部

分に限る。以下この条において同じ。）の規定の適用については、第６条

第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第

１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規

定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方

税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計

- 15 -



所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算

した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５

万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による

特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零

を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，

０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定に

ついての第６条の規定の適用については、同条第６号ア中「地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得

金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３

４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下

同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８

条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１０万円を加え

た額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を

控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万
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円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定について

の第６条の規定の適用については、同条第６号ア中「地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（

以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。

）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額につ

いては、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から令和７年

給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給与等

の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法

律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第

５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与

所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額

を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある

場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零

とする。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１０条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての

第６条の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯

主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号

又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当す

る者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者と
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みなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分

の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。）であっ

て、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市

内に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民

基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８

年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次

のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，

０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控

除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して

得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万

９，０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額

を控除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０

万円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与

等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１

３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第

５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応

じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た

額を控除して得た額以下である場合 

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８

年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次

のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，
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０００円未満であり、かつ、釧路市税条例第２５条第２項に定める金

額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収

入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万

９，０００円未満であり、かつ、釧路市税条例第２５条第２項に定め

る金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下であ

る場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０

万円未満であり、かつ、釧路市税条例第２５条第２項に定める金額か

ら同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、同年中の

給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金

額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所

得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下であ

る場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第６条

の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に

該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当すると

きは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民

税が課されている者とみなす。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和８年度の保険料率の算定に関す

る所得の額の算定方法等について規定いたしたく、本案を提出するものであ
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る。 
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議案第２３号 

 

釧路市音別町社会福祉会館条例を廃止する条例 

 

釧路市音別町社会福祉会館条例（平成１７年釧路市条例第８８号）は、廃

止する。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 

釧路市音別町社会福祉会館を廃止いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２４号 

 

釧路市生活館条例の一部を改正する条例 

 

釧路市生活館条例（平成１７年釧路市条例第９０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条の表釧路市大楽毛生活館の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 

釧路市大楽毛生活館の廃止に伴い、所要の改正をいたしたく、本案を提出

するものである。 
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議案第２５号 

 

釧路市保健医療従事者修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

 

釧路市保健医療従事者修学資金貸与条例（平成１７年釧路市条例第１２７

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３号中「看護師学校」を「市内に所在する看護師学校」に改め、

同条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 市外に所在する看護師学校に在学している者 月額７万円 

第７条第１項中「の月数」を「（前条第２項の規定により修学資金が貸与

されなかった期間を除く。以下同じ。）の月数（第３条第４号に係る修学資

金の貸与を受けた者にあっては、貸与を受けた期間の月数に１．５を乗じて

得た月数）」に改める。 

第９条中「第６条第２項の規定により修学資金が貸与されなかった期間及

び」を「第３条第４号に係る修学資金の貸与を受けた者にあっては、貸与を

受けた期間に１．５を乗じて得た期間）（」に改め、同条第２号中「第４号

」を「第５号」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の釧路市保健医療従事者修学資金貸与条例の規定は、この条例の

施行の日以後に修学資金の貸与に係る契約を締結する者について適用し、

同日前に修学資金の貸与に係る契約を締結した者については、なお従前の

例による。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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（説明） 

看護師確保の一環として、市外に所在する看護師学校に在学している者に

対する修学資金の貸与について規定いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２６号 

 

釧路市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

釧路市国民健康保険条例（平成１８年釧路市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第９条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康

保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号

に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦

課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期

高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行

令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納

付金賦課額をいう。以下同じ。） 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納

付金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定す

る子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

第１０条第１号イ中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。）

」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定に

よる納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号

カ及び同条第２号イ中「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子

育て支援納付金」に改める。 

第１３条第１項第１号中「１００分の４２」を「１００分の４０」に改め、
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同項第３号ア中「１００分の２３」を「１００分の２５」に改める。 

第１７条中「６６万円」を「６７万円」に改める。 

第１７条の２第１号中「。）」の次に「の額」を加える。 

第１７条の５第１項第１号中「１００分の４２」を「１００分の４０」に

改め、同項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は特定継続

世帯」に、「１００分の２３」を「１００分の２５」に改める。 

第１８条第１号中「。）」の次に「の額」を加える。 

第２１条第１項第１号中「１００分の４２」を「１００分の４０」に改め、

同項第３号中「１００分の２３」を「１００分の２５」に改める。 

第２２条の次に次の５条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第２２条の２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第

２６条及び第２６条の３から第２６条の５までの規定により子ども・子育

て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額する

こととなる額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総

額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（

北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子

育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号におい

て同じ。）の額 

イ 第２６条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとな

る額の総額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法第７５条の規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定によ
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り貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、

第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰

入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第２２条の３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、

当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額

の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、

当該世帯に属する１８歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の

７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につ

き算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第２２条の４ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を

乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第２２条の５ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

(1) 所得割 法第８２条の３第１項の規定により北海道が算定する数値（

以下「市町村標準保険料率」という。）のうち、子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率における所得割の数値 

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額 

(3) １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子

育て支援納付金賦課額の保険料率における１８歳以上被保険者均等割の

額 
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(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれア

からウまでに定めるところにより算定した額 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、

子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における世帯別平等割の

額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて

得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗

じて得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、１円未満の端数があ

るときは、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第２２条の６ 第２２条の３の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万円

を超えることができない。 

第２５条第１項中「若しくは第１７条の３」を「、第１７条の３若しくは

第２２条の３」に、「第２６条の３第１項（同条第４項」を「同条第５項各

号に定める額、第２６条の３第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第

４項又は第５項」に、「第１３条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率

にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額若しくは第２６条の３第２項第１号（

同条第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。

）若しくは」を「額、」に、「第２項各号（同条第３項又は第４項」を「第

２項各号（これらの規定を同条第３項から第５項まで」に、「の算定」を「

若しくは第２６条の５第１項に定める額の算定」に改め、同条第２項中「第

１７条の３の額」を「第１７条の３」に改め、「第１９条」の次に「若しく

は第２２条の３」を加え、「に定める額、第２６条の３第１項に定める第１

３条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じ
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て得た額若しくは第２６条の３第２項第１号」を「若しくは第５項各号若し

くは第２６条の３第１項若しくは第２項」に改め、「第２項各号」の次に「

若しくは第２６条の５第１項」を加える。 

第２６条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第１号中「日

とする。以下この項」を「日とする。以下この条」に改め、「第３号」の次

に「並びに第５項」を加え、同項第２号中「３０万５，０００円」を「３１

万円」に改め、同項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同条第２

項中「（前項に規定する第１号の１人当たり軽減額、第２号の１人当たり軽

減額及び第３号の１人当たり軽減額）」及び「（「第１号の１人当たり軽減

額、第２号の１人当たり軽減額及び第３号の１人当たり軽減額」）」を削り、

同条第３項及び第４項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条に次の２

項を加える。 

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子

ども・子育て支援納付金賦課額は、第２２条の３の子ども・子育て支援納

付金賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）とする。 

(1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２

第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者については、アに掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる

額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額及びウに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の
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保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険

者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に１０分の７を乗じて得た額 

(2) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２

第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１万円に当該

年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者（前号に該当する者を除く。）につい

ては、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲

げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険

者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に１０分の５を乗じて得た額 

(3) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２

第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上
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の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７万円に当該

年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者（前２号に該当する者を除く。）につ

いては、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険

者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに

掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険

者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に１０分の２を乗じて得た額 

６ 第２２条の５第２項及び第３項の規定は、前項各号アからウまでに規定

する額の決定について準用する。この場合において、第２２条の５第２項

及び第３項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

第２６条の２中「及び前条第１項」を「、第１７条の４、第２０条及び第

２２条の４並びに前条第１項（同条第３項又は第４項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。）及び同条第５項」に改める。 

第２６条の３第４項中「第１７条の５」と」の次に「、同項第１号中「第

２６条第１項各号」とあるのは「第２６条第３項の規定により読み替えられ

た同条第１項各号」と」を加え、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項から第３項までの規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減

額について準用する。この場合において、第１項及び第２項中「基礎賦課
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額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１３条」と

あるのは「第２２条の５」と、同項第１号中「第２６条第１項各号」とあ

るのは「第２６条第５項各号」と読み替えるものとする。 

第２６条の４第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第

６項第８号」に、「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第１号中「第３

２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」に改め、同条第２項中「６６万

円」を「６７万円」に改め、同条第３項中「６６万円」を「６７万円」に改

め、「２６万円」と」の次に「、第２項第２号中「第２６条第１項各号」と

あるのは「第２６条第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と

」を加え、同条第４項中「６６万円」を「６７万円」に改め、「１７万円」

と」の次に「、同項第２号中「第２６条第１項各号」とあるのは「第２６条

第４項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、同条に次

の１項を加える。 

５ 第１項及び第２項の規定は、出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金賦課額の減額について準用する。この場合において、これらの規定中

「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第

１１条」とあるのは「第２２条の３」と、「６７万円」とあるのは「３万

円」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上

被保険者均等割」と、第２項第２号中「第２６条第１項各号」とあるのは

「第２６条第５項各号」と読み替えるものとする。 

第２６条の４の次に次の１条を加える。 

（１８歳未満被保険者に係る被保険者均等割額の減額） 

第２６条の５ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。

）がある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども

・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第２２条の５の子ども

・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第

２６条第５項、第２６条の３第５項の規定により読み替えられた同条第１
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項若しくは第２項又は前条第５項の規定により読み替えられた同条第１項

若しくは第２項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に

相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下

同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。 

２ 第２２条の５第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第２２条の５第３項中「保険料率」とあるのは「

額」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、令和８年度

以後の年度分の保険料について適用し、令和７年度分までの保険料につい

ては、なお従前の例による。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明）  

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに、規

定の整備をいたしたく、本案を提出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る規定を整備すること。 

２ 北海道国民健康保険運営方針に基づく道内市町村の保険料率の統一に向

け、保険料の賦課割合を変更すること。 

３ 保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を６７万円とすること。 

４ 保険料の軽減措置関係 
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(1) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の５割軽減の対象世帯に係る軽

減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を３１万円とする

こと。 

(2) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の２割軽減の対象世帯に係る軽

減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を５７万円とする

こと。 

- 36 -



議案第２７号 

 

釧路市公設地方卸売市場業務規程の一部を改正する条例 

 

釧路市公設地方卸売市場業務規程（平成１７年釧路市条例第３０５号）の

一部を次のように改正する。 

第５３条の次に次の１条を加える。 

（開設者による指定飲食料品等の公表） 

第５３条の２ 市長は、前条に定めるもののほか、次に掲げる事項について、

インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

(1) 市場において取り扱う食品等の持続的な供給を実現するための食品等

事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律

（平成３年法律第５９号。以下「食品等持続的供給法」という。）第４

２条第１項に規定する指定飲食料品等 

(2) 前号に掲げる指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第４２条第１

項第１号に規定する指標 

(3) 食品等持続的供給法第３６条各号に掲げる措置の内容 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 

卸売市場法の一部改正に伴い、釧路市公設地方卸売市場で取り扱う指定飲

食料品等に係る指標等の公表について規定いたしたく、本案を提出するもの

である。 
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議案第２８号 

 

釧路市第８魚揚場施設建設事業分担金条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、令和５年度及び令和６年度において実施した釧路市魚

揚場事業特別会計に属する第８魚揚場施設（以下「対象施設」という。）

の建設事業（以下「建設事業」という。）に要する費用の一部に充てるた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の規定に基づき、

受益者から徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。 

（受益者） 

第２条 この条例において「受益者」とは、卸売市場開設者として対象施設

の使用許可を受けている者をいう。 

（分担金） 

第３条 分担金の総額は、建設事業に充てるために借り入れた地方債の元利

償還金の額の１５パーセントに相当する額（その額に１，０００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

（賦課及び徴収） 

第４条 市長は、分担金の総額が確定したときは、速やかに受益者に通知す

るものとする。 

２ 分担金は、令和８年度から令和３７年度までの各年度に分割して徴収す

るものとし、分担金の各年度における額（以下「分担金年額」という。）

は、分担金の総額の３０分の１の額とする。この場合において、その額に

１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て令和８年度

の分担金年額に合算する。 

３ 受益者が複数である場合において、各受益者が負担する分担金の各年度

の額は、前項の規定により算定した分担金年額を各受益者の年間市場取扱

高に応じ、それぞれ比率按分した額（その額に１円未満の端数があるとき
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は、これを四捨五入して得た額）とする。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

令和５年度及び令和６年度において実施した第８魚揚場施設の建設事業に

要する費用の一部に充てるため、当該事業の受益者から徴収する分担金につ

いて定めたく、本案を提出するものである。 
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議案第２９号 

 

釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を

改正する条例 

 

釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成１７年釧路市

条例第２１７号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「特定用途（」の次に「共同住宅を除く。」を加える。 

第５条第２項中「奥行５メートル以上」の次に「、はり下の高さ２．３メ

ートル以上」を加え、同条第３項中「高さ３メートル」を「高さ３．２メー

トル」に改める。 

第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条

とする。 

第９条中「前条」を「第８条」に改め、同条を第１０条とし、第８条の次

に次の１条を加える。 

（廃止の届出） 

第９条 前条第２項の規定により市長の承認を受けた駐車施設の所有者又は

管理者は、当該駐車施設を廃止したときは、その日から１０日以内に、そ

の旨を市長に届け出なければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から起算して６か月以内に建築物の新築、増築又は

用途の変更の工事に着手した場合における改正後の第５条第２項及び第３

項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 
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令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

 （説明） 

 駐車場法施行令の一部改正等に伴い、所要の改正をいたしたく、本案を提

出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。  

１ 共同住宅における駐車施設の附置義務について、現行の取扱いを維持す

るための規定を整備すること。  

２ 車いす利用者のための駐車施設にはり下の高さの基準を設けることとし、

当該基準を２．３メートル以上とすること。  

３ 荷さばきのための駐車施設のはり下の高さの基準を３．２メートル以上

とすること。  

４ 附置が義務付けられた駐車施設（当該駐車施設の設置に市長の承認を要

するものに限る。）について廃止時の届出を義務付けること。  
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議案第３０号 

 

釧路市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例 

 

釧路市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１７年

釧路市条例第２０６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２愛国地区地区整備計画区域の部行政サービス地区の項イ欄中「１

０分の１５」を削り、同項カ欄中「１５メートル」を削る。 

附 則 

この条例は、この条例の公布の日後における最初の釧路圏都市計画愛国地

区地区計画の変更に係る告示（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定による告示をいう。

）の日から施行する。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

釧路圏都市計画愛国地区地区計画の変更に伴い、行政サービス地区におけ

る建築物の容積率及び高さに関する制限について所要の改正をいたしたく、

本案を提出するものである。 
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議案第３１号 

 

釧路市水道事業給水条例及び釧路市下水道条例の一部を改正す

る条例 

 

（釧路市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 釧路市水道事業給水条例（平成１７年釧路市条例第２８２号）の一

部を次のように改正する。 

第１１条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地

方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれ

た水道事業の管理者を含む。以下同じ。）又は他の市町村長が同項の指

定をした者（以下「他の市町村長等」という。）が給水装置の工事を施

行する必要があると認めるときは、この限りでない。 

第１１条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「又は他の市町村

長等（以下「指定給水装置工事事業者等」という。）」を加える。 

第１２条第２項及び第３６条第２項中「指定給水装置工事事業者」を「

指定給水装置工事事業者等」に改める。 

（釧路市下水道条例の一部改正） 

第２条 釧路市下水道条例（平成１７年釧路市条例第２８７号）の一部を次

のように改正する。 

第８条に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地

方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれ

た下水道事業の管理者を含む。）が指定した者が排水設備等の新設等の

工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。 

  第１９条第２項第４号中「（昭和２７年法律第２９２号）」を削る。 

附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

災害その他非常の場合において、他の市町村長が指定した者等が市内にお

ける給水装置又は排水設備等の工事を行うことができることとするため、所

要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第３２号 

 

釧路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

釧路市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年釧路市条例第２３４号）

の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同

号ただし書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項

中「１００円を、第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円

を、第３号から第６号まで」を「４３３円を、第２号から第５号まで」に改

め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１

号ずつ繰り上げる。 

別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００円」

を「１４，１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，０００円」に、「

１１，３００円」を「１１，６７０円」に、「１２，１００円」を「１２，

５００円」に、「９，７００円」を「１０，０００円」に、「１０，５００

円」を「１０，８４０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５条第２項第２号及び第３項並びに別表の規定は、この条例

の施行の日以後に支給すべき理由の生じた損害補償並びに同日前に支給す

べき理由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び

遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日

前に支給すべき理由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同

日前に支給すべき理由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等につい

ては、なお従前の例による。 
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令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、

補償基礎額について所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第３３号 

 

釧路公立大学事務組合規約の変更に関する協議の件 

 

釧路公立大学事務組合規約を次のとおり変更することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、釧路町、厚

岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村及び白糠町と協議する。 

記 

釧路公立大学事務組合規約の一部を改正する規約（案） （別 紙） 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

公立大学法人釧路公立大学による短期大学の設置に伴い、当該短期大学に

係る負担金の負担割合を定めるため、釧路公立大学事務組合規約を変更する

ことについて、関係町村と協議いたしたく、地方自治法第２９０条の規定に

より、本案を提出するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 組 織 、 事 務 及 び 規 約 の 変 更 ）  

第 ２ ８ ６ 条  一 部 事 務 組 合 は 、 こ れ を 組 織 す る 地 方 公 共 団 体 （ 以 下 こ の 節 に

お い て 「 構 成 団 体 」 と い う 。 ） の 数 を 増 減 し 若 し く は 共 同 処 理 す る 事 務 を

変 更 し 、 又 は 一 部 事 務 組 合 の 規 約 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 関 係 地 方 公

共 団 体 の 協 議 に よ り こ れ を 定 め 、 都 道 府 県 の 加 入 す る も の に あ つ て は 総 務

大 臣 、 そ の 他 の も の に あ つ て は 都 道 府 県 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 第 ２ ８ ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第 ４ 号 又 は 第 ７ 号 に 掲 げ る 事 項 の

み に 係 る 一 部 事 務 組 合 の 規 約 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  一 部 事 務 組 合 は 、 第 ２ ８ ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第 ４ 号 又 は 第 ７ 号 に 掲 げ る

事 項 の み に 係 る 一 部 事 務 組 合 の 規 約 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 構 成 団 体

の 協 議 に よ り こ れ を 定 め 、 前 項 本 文 の 例 に よ り 、 直 ち に 総 務 大 臣 又 は 都 道

府 県 知 事 に 届 出 を し な け れ ば な ら な い 。  

（ 規 約 等 ）  
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第 ２ ８ ７ 条  一 部 事 務 組 合 の 規 約 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ き 規 定 を 設 け な

け れ ば な ら な い 。  

（ １ ～ ６ 号  略 ）  

( 7 )  一 部 事 務 組 合 の 経 費 の 支 弁 の 方 法  

（ ２ 項  略 ）  

（ 議 会 の 議 決 を 要 す る 協 議 ）  

第 ２ ９ ０ 条  第 ２ ８ ４ 条 第 ２ 項 、 第 ２ ８ ６ 条 （ 第 ２ ８ ６ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定

に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 （ 同 項 の 規 定 に よ る 規 約 の 変 更 が 第

２ ８ ７ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 の み に 係 る も の で あ る 場 合 を 除 く 。 ）

を 含 む 。 ） 及 び 前 ２ 条 の 協 議 に つ い て は 、 関 係 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決

を 経 な け れ ば な ら な い 。  

 

釧 路 公 立 大 学 事 務 組 合 規 約 抜 粋  

 

（ 経 費 の 支 弁 の 方 法 ）  

第 １ ３ 条  組 合 の 経 費 は 、 組 合 の 事 業 に よ り 生 ず る 収 入 、 関 係 市 町 村 の 負 担

金 そ の 他 の 収 入 を も っ て 充 て る 。  

２  前 項 の 負 担 金 の 負 担 割 合 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ 号  略 ）  

( 2 )  釧 路 市 は 、 釧 路 公 立 大 学 に 係 る 地 方 交 付 税 措 置 額 相 当 額 を 負 担 す る 。  

( 3 )  前 項 の 負 担 金 の 総 額 か ら 前 ２ 号 の 額 を 控 除 し た 額 （ 以 下 「 控 除 後 の 額

」 と い う 。 ） に つ い て は 、 関 係 市 町 村 が 次 に よ り 負 担 す る 。  

（ ア 、 イ  略 ）  
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（別 紙） 

釧路公立大学事務組合規約の一部を改正する規約（案） 

 

釧路公立大学事務組合規約の一部を次のように改正する。 

第１３条第２項第２号中「釧路公立大学」を「公立大学法人釧路公立大学

（以下「法人」という。）が設置する学校教育法（昭和２２年法律第２６号

）による大学」に改め、同項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号

を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 釧路市は、法人が設置する学校教育法による短期大学（以下「短期大

学」という。）に係る運営に要する経費（学校教育法第４条第１項に規

定する設置者の変更により法人が設置者となるまでの間における経費を

含む。）相当額のうち短期大学に係る法人が徴収する料金、寄附金その

他これらに類する収入相当額及び地方交付税措置額相当額を控除した額

（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を負担する。 

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項に

規定する構成団体の協議が成立した日から施行する。 
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議案第３４号 

 

釧路市過疎地域持続的発展市町村計画の策定に関する件 

 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号

）第８条第１項の規定に基づき、釧路市過疎地域持続的発展市町村計画を次

のとおり定める。 

記 

釧路市過疎地域持続的発展市町村計画書（案） 別 冊 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

釧路市過疎地域持続的発展市町村計画を定めることについて、過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定により議決を得た

く、本案を提出するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 置 法 抜 粋  

 

（ 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 市 町 村 計 画 ）  

第 ８ 条  過 疎 地 域 の 市 町 村 は 、 持 続 的 発 展 方 針 に 基 づ き 、 当 該 市 町 村 の 議 会

の 議 決 を 経 て 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 市 町 村 計 画 （ 以 下 単 に 「 市 町 村 計 画 」 と

い う 。 ） を 定 め る こ と が で き る 。  

（ 以 下  略 ）  
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議案第３５号 

 

和 解 成 立 の 件 

 

 市は、市立釧路総合病院において検査結果の確認を失念したことにより治

療の開始が遅れた患者が、その後死亡に至った件に関し、次のとおり和解金

の額を定め、及び和解を成立させるものとする。 

記 

１ 本件和解に係る診療期間 

令和４年１２月１６日から令和７年９月３日まで 

２ 和解金の額    １９,０９１,４４０円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、和解金として１９,０９１,４４０円の支

払義務のあることを認め、相手方の指定する銀行口座に振り込むものと

する。 

(2) 前号以外に和解の相手方は、本件に関し、市及びその医療従事者に対

し、一切の法的責任を追及しない。 

(3) 和解の当事者は、本件和解に関する事実を正当な理由なく第三者に開

示しない。 

(4) 前３号以外に和解の当事者は、本件に関し、相手方に対し、何ら債権

債務のないことを確認する。 

４ 和解の相手方 

別 添 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 
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市立釧路総合病院において検査結果の確認を失念したことにより治療の開

始が遅れた患者が、その後死亡に至った件に関し、和解金の額を定め、及び

和解を成立させたく、本案を提出するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 議 決 事 件 ）  

第 ９ ６ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 件 を 議 決 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ １ ～ １ １ 号  略 ）  

( 1 2 ) 普 通 地 方 公 共 団 体 が そ の 当 事 者 で あ る 審 査 請 求 そ の 他 の 不 服 申 立 て 、

訴 え の 提 起 （ 中 略 ） 、 和 解 （ 中 略 ） 、 あ つ せ ん 、 調 停 及 び 仲 裁 に 関 す る

こ と 。  

( 1 3 ) 法 律 上 そ の 義 務 に 属 す る 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る こ と 。  

（ 以 下  略 ）  
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議案第３６号 

 

損害賠償の額の決定等に関する件 

 

市は、国の定める標準仕様に準拠したシステムへの移行に伴う戸籍総合シ

ステムに係るソフトウェア賃貸借の契約解除に関し、次のとおり損害賠償の

額を定め、及び和解を成立させるものとする。 

記  

１ 契約解除年月日 

令和８年３月３１日 

２ 損害賠償の額    ５,０１５,９３４円 

３ 損害賠償及び和解の相手方 

甲 別 添 

乙 別 添 

４ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として５,０１５,９３４円を

負担する。 

(2) 市は、前号の損害賠償金を甲乙との合意により、乙に支払うものとす

る。 

(3) 和解の相手方は、本件に関し、市に対し、その他いかなる請求もしな

い。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

国の定める標準仕様に準拠したシステムへの移行に伴う戸籍総合システム

に係るソフトウェア賃貸借の契約解除に関し、損害賠償の額を定め、及び和
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解を成立させたく、本案を提出するものである。 
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議案第３７号 

 

損害賠償の額の決定等に関する件 

 

市は、国の定める標準仕様に準拠したシステムへの移行に伴う戸籍総合シ

ステム用機器賃貸借の契約解除に関し、次のとおり損害賠償の額を定め、及

び和解を成立させるものとする。 

記 

１ 契約解除年月日 

令和８年３月３１日 

２ 損害賠償の額    ２,２５９,１８０円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として２,２５９,１８０円を

負担する。 

(2) 和解の相手方は、本件に関し、市に対し、その他いかなる請求もしな

い。 

４ 損害賠償及び和解の相手方 

別 添 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

国の定める標準仕様に準拠したシステムへの移行に伴う戸籍総合システム

用機器賃貸借の契約解除に関し、損害賠償の額を定め、及び和解を成立させ

たく、本案を提出するものである。 
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議案第３８号 

 

令和７年度釧路市一般会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,６４８,８５３千円を追

加し、歳入歳出それぞれ１１４,８０７,３８７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正）  

第２条 繰越明許費の変更及び追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正）  

第３条 債務負担行為の廃止及び追加は、「第３表 債務負担行為補正」に

よる。  

（地方債の補正）  

第４条 地方債の変更及び追加は、「第４表 地方債補正」による。  

 

令和８年２月２６日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

11 地 方 交 付 税 26,610,000 1,244,585 27,854,585

1 地 方 交 付 税 26,610,000 1,244,585 27,854,585

15 国 庫 支 出 金 24,932,385 1,257,176 26,189,561

1 国 庫 負 担 金 19,331,078 510,826 19,841,904

2 国 庫 補 助 金 5,552,928 746,350 6,299,278

16 道 支 出 金 6,842,671 273,192 7,115,863

1 道 負 担 金 5,181,378 216,717 5,398,095

2 道 補 助 金 1,037,233 56,475 1,093,708

18 寄 附 金 2,766,206 250,450 3,016,656

1 寄 附 金 2,766,206 250,450 3,016,656

19 繰 入 金 6,632,869 △ 664,050 5,968,819

2 基 金 繰 入 金 6,615,029 △ 664,050 5,950,979

22 市 債 8,202,200 1,287,500 9,489,700

1 市 債 8,202,200 1,287,500 9,489,700

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計 111,158,534 3,648,853 114,807,387
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　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

2 総 務 費 12,151,104 700,051 12,851,155

1 総 務 管 理 費 11,673,322 700,051 12,373,373

3 民 生 費 36,906,318 867,629 37,773,947

1 社 会 福 祉 費 8,539,400 687,010 9,226,410

3 児 童 福 祉 費 12,169,364 180,619 12,349,983

4 衛 生 費 4,328,405 8,500 4,336,905

1 保 健 衛 生 費 1,852,270 8,500 1,860,770

6 農 林 水 産 業 費 1,319,914 9,121 1,329,035

1 農 業 費 744,180 112 744,292

3 水 産 業 費 127,070 9,009 136,079

7 商 工 費 4,129,061 10,000 4,139,061

1 商 工 費 4,129,061 10,000 4,139,061

8 土 木 費 6,397,514 554,240 6,951,754

2 道 路 橋 梁 費 3,176,310 157,500 3,333,810

6 住 宅 費 2,049,993 396,740 2,446,733

9 港 湾 費 1,649,938 209,400 1,859,338

1 港 湾 費 1,649,938 209,400 1,859,338

10 消 防 費 1,001,815 960,723 1,962,538

1 消 防 費 1,001,815 960,723 1,962,538

11 教 育 費 8,437,140 33,150 8,470,290

6 社 会 教 育 費 1,966,830 150 1,966,980

7 保 健 体 育 費 711,781 33,000 744,781

12 災 害 復 旧 費 539,293 1,500 540,793

2 土木施設災害復旧費 408,842 1,500 410,342

14 諸 支 出 金 10,564,531 △ 2,600 10,561,931

1 特 別 会 計 繰 出 金 10,564,531 △ 2,600 10,561,931

15 職 員 費 11,297,158 297,139 11,594,297

1 職 員 費 11,297,158 297,139 11,594,297

款 項

歳 出 合 計 111,158,534 3,648,853 114,807,387
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金 額
千円

396,740

9 港 湾 費 1 港 湾 費 国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金 209,400

6 住 宅 費 公 営 住 宅 等 建 設 事 業

戸 籍 情 報 ・ 住 民 基 本 台 帳
シ ス テ ム 改 修 事 業

3

22,231

第２表　　繰　越　明　許　費　補　正

区 分 款 項 事　　　　　業　　　　　名

補正前
2 総 務 費 1 総 務 管 理 費

変
　
更

津 波 一 時 避 難 場 所 整 備 事 業
5,209

補正後 97,709

補正前
9 港 湾 費 1 港 湾 費 港 湾 施 設 改 修 事 業

24,000

補正後 35,503

追　　　加

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費

12

300,334

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 市 道 整 備 事 業 157,500

災 害 復 旧 費 2 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

公 園 施 設 災 害 復 旧 事 業

大楽毛津波避難複合施設整備事業

西 消 防 署 大 楽 毛 支 署 ・
第 １ ２ 分 団 庁 舎 建 設 事 業

民 生 費

753,723

1,500

3 児 童 福 祉 費
物 価 高 対 応
子 育 て 応 援 手 当 支 給 事 業

69,701

10 消 防 費 1 消 防 費 消 防 車 両 購 入 事 業 121,724
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第３表　　債　務　負　担　行　為　補　正

区 分 事 項 期 間 限　　度　　額
千円

廃
　
止

補正前
津波一時避難場所整備事業費

令和８年度 1,054,258

補正後 － －

追　　　加

市有施設補修・改修事業費 令和８年度 45,562

大 家 畜 特 別 支 援
資 金 利 子 補 給 費

令和８年度から令和32年度まで 1,276

酪 農 ・ 肉 用 牛 担 い 手
緊急支 援 資 金 利 子 補 給 費

令和８年度から令和32年度まで 547

道 路 維 持 補 修 費 令和８年度 17,413

市 道 整 備 事 業 費 令和８年度 128,000

低 地 帯 浸 水 対 策 事 業 費 令和８年度 3,509

公 園 維 持 管 理 費 令和８年度 15,025

港 湾 施 設 整 備 費 令和８年度 11,000

国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金 令和８年度 49,500

教 職 員 住 宅 解 体 事 業 費 令和８年度 11,968

大 規 模 運 動 公 園
体 育 施 設 整 備 費

令和８年度 39,963
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補 正 後
千円 千円 千円

9,489,700

博 物 館 施 設 整 備 費 0 4,500 4,500

追　　　加

商 工 施 設 災 害 復 旧 費 0 1,638 1,638

公 園 施 設 災 害 復 旧 費 0 2,800 2,800

6,221

清 掃 施 設 災 害 復 旧 費 0

道 路 橋 梁 災 害 復 旧 費 0 93,204 93,204

河 川 災 害 復 旧 費 0 41,477 41,477

林 業 施 設 災 害 復 旧 費 0 28,594 28,594

農 業 施 設 災 害 復 旧 費 0 13,906 13,906

432

974

社 会 教 育 施 設 災 害 復 旧 費 0 570 570

第４表　　地　方　債　補　正

区 分 起 債 の 目 的
限　　　　　　度　　　　　　額

補 正 前 補 正 額

変　　　更

大楽毛津波避難複合施設整備事業費 255,000 123,700 378,700

市 道 整 備 事 業 費 955,100 67,200 1,022,300

公 営 住 宅 等 建 設 費 833,700 198,200 1,031,900

国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金 799,900 209,400 1,009,300

消 防 施 設 整 備 費 416,900 488,400 905,300

3,778 3,778

保 健 衛 生 施 設 災 害 復 旧 費 0 6,221

2,506

教 育 総 務 施 設 災 害 復 旧 費 0 974

計 8,202,200 1,287,500

港 湾 施 設 災 害 復 旧 費 0 2,506

保 健 体 育 施 設 災 害 復 旧 費 0 432
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

11

15

16

18

19

22

　　（歳　　出）

国道支出金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 総 務 費 12,151,104 700,051 12,851,155 193,029 123,700 0 383,322

3 民 生 費 36,906,318 867,629 37,773,947 650,152 0 200 217,277

4 衛 生 費 4,328,405 8,500 4,336,905 0 3,778 0 4,722

6 農林水産業費 1,319,914 9,121 1,329,035 6,407 0 100 2,614

7 商 工 費 4,129,061 10,000 4,139,061 0 0 10,000 0

8 土 木 費 6,397,514 554,240 6,951,754 288,370 267,800 0 △ 1,930

9 港 湾 費 1,649,938 209,400 1,859,338 0 211,906 0 △ 2,506

10 消 防 費 1,001,815 960,723 1,962,538 264,951 488,400 207,000 372

11 教 育 費 8,437,140 33,150 8,470,290 0 6,476 33,150 △ 6,476

12 災 害 復 旧 費 539,293 1,500 540,793 127,459 185,440 0 △ 311,399

14 諸 支 出 金 10,564,531 △ 2,600 10,561,931 0 0 0 △ 2,600

15 職 員 費 11,297,158 297,139 11,594,297 0 0 0 297,139

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

地 方 交 付 税 26,610,000 1,244,585 27,854,585

国 庫 支 出 金 24,932,385 1,257,176 26,189,561

道 支 出 金 6,842,671 273,192 7,115,863

寄 附 金 2,766,206 250,450 3,016,656

繰 入 金 6,632,869 △ 664,050 5,968,819

特 定 財 源

市 債 8,202,200 1,287,500 9,489,700

580,535

歳 入 合 計 111,158,534 3,648,853 114,807,387

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

歳 出 合 計 111,158,534 3,648,853 114,807,387 1,530,368 1,287,500 250,450

- 68 -



２
．

歳
入

（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
1
地

方
交

付
税

2
6
,
6
1
0
,
0
0
0

1
,
2
4
4
,
5
8
5

2
7
,
8
5
4
,
5
8
5

 
1
地

方
交

付
税

2
6
,
6
1
0
,
0
0
0

1
,
2
4
4
,
5
8
5

2
7
,
8
5
4
,
5
8
5

 
1
地

方
交

付
税

2
6
,
6
1
0
,
0
0
0

1
,
2
4
4
,
5
8
5

2
7
,
8
5
4
,
5
8
5

 
1
地

方
交

付
税

1
,
2
4
4
,
5
8
5
普

通
交

付
税

1
,
2
4
4
,
5
8
5

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

- 69 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
5
国

庫
支

出
金

2
4
,
9
3
2
,
3
8
5

1
,
2
5
7
,
1
7
6

2
6
,
1
8
9
,
5
6
1

 
1
国

庫
負

担
金

1
9
,
3
3
1
,
0
7
8

5
1
0
,
8
2
6

1
9
,
8
4
1
,
9
0
4

 
1
民

生
費

負
担

金
1
9
,
1
7
2
,
9
0
7

4
3
3
,
4
3
5

1
9
,
6
0
6
,
3
4
2

 
1
社

会
福

祉
費

負
3
4
3
,
3
1
5
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

（
率

１
／

２
）

担
金

3
4
3
,
3
1
5

 
2
児

童
福

祉
費

負
9
0
,
1
2
0
障

害
児

通
所

給
付

費
（

率
１

／
２

）
9
0
,
1
2
0

担
金

 
3
災

害
復

旧
費

負
担

金
0

7
7
,
3
9
1

7
7
,
3
9
1

 
1
土

木
施

設
災

害
7
7
,
3
9
1
道

路
橋

梁
災

害
復

旧
費

（
率

８
／

１
０

）

復
旧

費
負

担
金

5
8
,
2
4
0

河
川

災
害

復
旧

費
（

率
８

／
１

０
）

1
8
,
1
4
4

公
園

施
設

災
害

復
旧

費
（

率
８

／
１

０
）

1
,
0
0
7

 
2
国

庫
補

助
金

5
,
5
5
2
,
9
2
8

7
4
6
,
3
5
0

6
,
2
9
9
,
2
7
8

 
1
総

務
費

補
助

金
1
,
2
0
4
,
2
3
2

1
9
3
,
0
2
9

1
,
3
9
7
,
2
6
1

 
1
総

務
管

理
費

補
1
9
3
,
0
2
9
大

楽
毛

津
波

避
難

複
合

施
設

整
備

事
業

費
（

率
２

／
３

助
金

、
１

／
２

）
1
7
6
,
5
4
9

自
治

体
情

報
シ

ス
テ

ム
標

準
化

事
業

費
（

率
１

０
／

１

０
）

7
,
2
7
6

戸
籍

情
報

・
住

民
基

本
台

帳
シ

ス
テ

ム
改

修
事

業
費

（

率
１

０
／

１
０

）
9
,
2
0
4

 
5
土

木
費

補
助

金
1
,
0
8
9
,
2
6
0

2
8
8
,
3
7
0

1
,
3
7
7
,
6
3
0

 
2
道

路
橋

梁
費

補
9
0
,
0
0
0
市

道
整

備
事

業
費

（
率

６
／

１
０

）
9
0
,
0
0
0

助
金

 
5
住

宅
費

補
助

金
1
9
8
,
3
7
0
公

営
住

宅
等

建
設

費
（

率
１

／
２

）

1
9
8
,
3
7
0

 
7
消

防
費

補
助

金
1
3
3
,
0
4
6

2
6
4
,
9
5
1

3
9
7
,
9
9
7

 
1
消

防
費

補
助

金
2
6
4
,
9
5
1
西

消
防

署
大

楽
毛

支
署

・
第

１
２

分
団

庁
舎

建
設

費
（

率
２

／
３

）
2
6
4
,
9
5
1

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明

- 70 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
6
道

支
出

金
6
,
8
4
2
,
6
7
1

2
7
3
,
1
9
2

7
,
1
1
5
,
8
6
3

 
1
道

負
担

金
5
,
1
8
1
,
3
7
8

2
1
6
,
7
1
7

5
,
3
9
8
,
0
9
5

 
1
民

生
費

負
担

金
5
,
1
7
9
,
4
4
0

2
1
6
,
7
1
7

5
,
3
9
6
,
1
5
7

 
1
社

会
福

祉
費

負
1
7
1
,
6
5
7
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

（
率

１
／

４
）

担
金

1
7
1
,
6
5
7

 
2
児

童
福

祉
費

負
4
5
,
0
6
0
障

害
児

通
所

給
付

費
（

率
１

／
４

）
4
5
,
0
6
0

担
金

 
2
道

補
助

金
1
,
0
3
7
,
2
3
3

5
6
,
4
7
5

1
,
0
9
3
,
7
0
8

 
5
農

林
水

産
業

費
補

助
金

1
9
2
,
7
6
3

6
,
4
0
7

1
9
9
,
1
7
0

 
1
農

業
費

補
助

金
7
大

家
畜

特
別

支
援

資
金

利
子

補
給

費
（

率
２

／
３

）

5

酪
農

・
肉

用
牛

担
い

手
緊

急
支

援
資

金
利

子
補

給
費

（

率
２

／
３

）
2

 
3
水

産
業

費
補

助
6
,
4
0
0
衛

生
管

理
用

車
両

導
入

事
業

費
（

率
１

／
２

）

金
4
,
4
0
0

魚
価

安
定

対
策

事
業

費
（

率
１

／
２

）

2
,
0
0
0

1
0
災

害
復

旧
費

補
助

金
0

5
0
,
0
6
8

5
0
,
0
6
8

 
1
農

林
水

産
業

施
5
0
,
0
6
8
林

業
施

設
災

害
復

旧
費

（
率

９
／

１
０

、
１

／
２

）

設
災

害
復

旧
費

5
0
,
0
6
8

補
助

金

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

- 71 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
8
寄

附
金

2
,
7
6
6
,
2
0
6

2
5
0
,
4
5
0

3
,
0
1
6
,
6
5
6

 
1
寄

附
金

2
,
7
6
6
,
2
0
6

2
5
0
,
4
5
0

3
,
0
1
6
,
6
5
6

 
3
商

工
費

寄
附

金
9
,
6
0
0

1
0
,
0
0
0

1
9
,
6
0
0

 
1
商

工
費

寄
附

金
1
0
,
0
0
0
企

業
版

ふ
る

さ
と

納
税

基
金

積
立

金
1
0
,
0
0
0

 
4
教

育
費

寄
附

金
2
,
0
5
0

3
3
,
1
5
0

3
5
,
2
0
0

 
2
社

会
教

育
費

寄
1
5
0
マ

リ
モ

保
護

基
金

積
立

金
1
5
0

附
金

 
3
保

健
体

育
費

寄
3
3
,
0
0
0
ス

ポ
ー

ツ
振

興
基

金
積

立
金

3
,
0
0
0

附
金

企
業

版
ふ

る
さ

と
納

税
基

金
積

立
金

3
0
,
0
0
0

 
6
民

生
費

寄
附

金
2
,
5
5
5

2
0
0

2
,
7
5
5

 
1
社

会
福

祉
費

寄
2
0
0
福

祉
基

金
積

立
金

2
0
0

附
金

 
7
農

林
水

産
業

費
寄

附
金

0
1
0
0

1
0
0

 
1
農

業
費

寄
附

金
1
0
0
地

域
振

興
基

金
積

立
金

1
0
0

 
8
消

防
費

寄
附

金
0

2
0
7
,
0
0
0

2
0
7
,
0
0
0

 
1
消

防
費

寄
附

金
2
0
7
,
0
0
0
企

業
版

ふ
る

さ
と

納
税

基
金

積
立

金
2
0
7
,
0
0
0

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明

- 72 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
9
繰

入
金

6
,
6
3
2
,
8
6
9

△
 
6
6
4
,
0
5
0

5
,
9
6
8
,
8
1
9

 
2
基

金
繰

入
金

6
,
6
1
5
,
0
2
9

△
 
6
6
4
,
0
5
0

5
,
9
5
0
,
9
7
9

 
1
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

6
,
0
1
7
,
1
4
3

△
 
6
6
4
,
0
5
0

5
,
3
5
3
,
0
9
3

 
1
財

政
調

整
基

金
△

 
6
6
4
,
0
5
0
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

△
 
6
6
4
,
0
5
0

繰
入

金

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

- 73 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

2
2
市

債
8
,
2
0
2
,
2
0
0

1
,
2
8
7
,
5
0
0

9
,
4
8
9
,
7
0
0

 
1
市

債
8
,
2
0
2
,
2
0
0

1
,
2
8
7
,
5
0
0

9
,
4
8
9
,
7
0
0

 
1
総

務
債

9
1
6
,
7
0
0

1
2
3
,
7
0
0

1
,
0
4
0
,
4
0
0

 
1
総

務
管

理
債

1
2
3
,
7
0
0
大

楽
毛

津
波

避
難

複
合

施
設

整
備

事
業

費

1
2
3
,
7
0
0

 
6
土

木
債

2
,
3
4
1
,
8
0
0

2
6
5
,
4
0
0

2
,
6
0
7
,
2
0
0

 
1
道

路
橋

梁
債

6
7
,
2
0
0
市

道
整

備
事

業
費

6
7
,
2
0
0

 
4
住

宅
債

1
9
8
,
2
0
0
公

営
住

宅
等

建
設

費
1
9
8
,
2
0
0

 
7
港

湾
債

1
,
0
8
6
,
7
0
0

2
0
9
,
4
0
0

1
,
2
9
6
,
1
0
0

 
1
港

湾
債

2
0
9
,
4
0
0
国

直
轄

港
湾

工
事

負
担

金
2
0
9
,
4
0
0

 
8
消

防
債

4
1
6
,
9
0
0

4
8
8
,
4
0
0

9
0
5
,
3
0
0

 
1
消

防
債

4
8
8
,
4
0
0
消

防
施

設
整

備
費

4
8
8
,
4
0
0

 
9
教

育
債

2
,
2
2
8
,
0
0
0

4
,
5
0
0

2
,
2
3
2
,
5
0
0

 
5
社

会
教

育
債

4
,
5
0
0
博

物
館

施
設

整
備

費
4
,
5
0
0

1
2
災

害
復

旧
債

0
1
9
6
,
1
0
0

1
9
6
,
1
0
0

 
1
農

林
水

産
業

施
4
2
,
5
0
0
林

業
施

設
災

害
復

旧
費

2
8
,
5
9
4

設
災

害
復

旧
債

農
業

施
設

災
害

復
旧

費
1
3
,
9
0
6

 
2
土

木
施

設
災

害
1
3
7
,
4
8
1
道

路
橋

梁
災

害
復

旧
費

9
3
,
2
0
4

復
旧

債
河

川
災

害
復

旧
費

4
1
,
4
7
7

公
園

施
設

災
害

復
旧

費
2
,
8
0
0

 
3
衛

生
施

設
災

害
9
,
9
9
9
保

健
衛

生
施

設
災

害
復

旧
費

6
,
2
2
1

復
旧

債
清

掃
施

設
災

害
復

旧
費

3
,
7
7
8

 
4
商

工
施

設
災

害
1
,
6
3
8
商

工
施

設
災

害
復

旧
費

1
,
6
3
8

復
旧

債

 
5
港

湾
施

設
災

害
2
,
5
0
6
港

湾
施

設
災

害
復

旧
費

2
,
5
0
6

復
旧

債

 
6
教

育
施

設
災

害
1
,
9
7
6
教

育
総

務
施

設
災

害
復

旧
費

9
7
4

復
旧

債
社

会
教

育
施

設
災

害
復

旧
費

5
7
0

保
健

体
育

施
設

災
害

復
旧

費
4
3
2

1
1
1
,
1
5
8
,
5
3
4

3
,
6
4
8
,
8
5
3

1
1
4
,
8
0
7
,
3
8
7

歳
入

合
計

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明

- 74 -



３
．

歳
出

（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
2
総

務
費

1
2
,
1
5
1
,
1
0
4

7
0
0
,
0
5
1

1
2
,
8
5
1
,
1
5
5
特

定
財

源
3
1
6
,
7
2
9

一
般

財
源

3
8
3
,
3
2
2

 
1
総

務
管

理
費

1
1
,
6
7
3
,
3
2
2

7
0
0
,
0
5
1

1
2
,
3
7
3
,
3
7
3
特

定
財

源
3
1
6
,
7
2
9

一
般

財
源

3
8
3
,
3
2
2

 
1
一

般
管

理
費

4
,
0
9
4
,
8
0
7

3
0
7
,
6
1
0

4
,
4
0
2
,
4
1
7
特

定
財

源
3
0
7
,
5
2
5
1
4
工

事
請

負
費

2
8
6
,
0
3
3
大

楽
毛

津
波

避
難

複
合

施
設

整
備

事
業

3
0
0
,
3
3
4

1
8
負

担
金

補
助

1
4
,
3
0
1
費

[
内

訳
]

及
び

交
付

金
自

治
体

情
報

シ
ス

テ
ム

標
準

化
事

業
費

7
,
2
7
6

国
庫

支
出

金
2
1
補

償
補

填
及

7
,
2
7
6

1
8
3
,
8
2
5

び
賠

償
金

市
債

1
2
3
,
7
0
0

一
般

財
源

8
5

 
3
戸

籍
住

民
基

本
台

2
2
2
,
5
3
6

2
2
,
2
3
1

2
4
4
,
7
6
7
特

定
財

源
9
,
2
0
4
1
2
委

託
料

2
2
,
2
3
1
戸

籍
情

報
・

住
民

基
本

台
帳

シ
ス

テ
ム

2
2
,
2
3
1

帳
費

改
修

事
業

費

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

9
,
2
0
4

一
般

財
源

1
3
,
0
2
7

 
5
企

画
振

興
費

3
,
2
2
1
,
2
0
6

3
5
9
,
0
6
3

3
,
5
8
0
,
2
6
9
一

般
財

源
3
5
9
,
0
6
3
1
8
負

担
金

補
助

6
9
,
0
6
3
公

共
交

通
活

性
化

事
業

費
6
9
,
0
6
3

及
び

交
付

金
生

活
交

通
バ

ス
路

線
運

行
維

持
対

6
9
,
0
6
3
 
 
 
 

2
4
積

立
金

2
9
0
,
0
0
0

策
補

助
金

地
域

振
興

基
金

積
立

金
2
9
0
,
0
0
0

 
9
諸

費
1
,
1
4
5
,
2
0
4

1
1
,
1
4
7

1
,
1
5
6
,
3
5
1
一

般
財

源
1
1
,
1
4
7
2
2
償

還
金

利
子

1
1
,
1
4
7
歳

入
過

誤
納

返
還

金
1
1
,
1
4
7

及
び

割
引

料

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
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（
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位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
3
民

生
費

3
6
,
9
0
6
,
3
1
8

8
6
7
,
6
2
9

3
7
,
7
7
3
,
9
4
7
特

定
財

源
6
5
0
,
3
5
2

一
般

財
源

2
1
7
,
2
7
7

 
1
社

会
福

祉
費

8
,
5
3
9
,
4
0
0

6
8
7
,
0
1
0

9
,
2
2
6
,
4
1
0
特

定
財

源
5
1
5
,
1
7
2

一
般

財
源

1
7
1
,
8
3
8

 
1
総

務
費

4
2
5
,
0
7
6

2
0
0

4
2
5
,
2
7
6
特

定
財

源
2
0
0
2
4
積

立
金

2
0
0
福

祉
基

金
積

立
金

2
0
0

[
内

訳
]

寄
附

金

2
0
0

 
2
自

立
支

援
給

付
費

7
,
8
8
9
,
3
2
3

6
8
6
,
8
1
0

8
,
5
7
6
,
1
3
3
特

定
財

源
5
1
4
,
9
7
2
1
1
役

務
費

1
8
0
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

6
8
6
,
8
1
0

1
9
扶

助
費

6
8
6
,
6
3
0

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

3
4
3
,
3
1
5

道
支

出
金

1
7
1
,
6
5
7

一
般

財
源

1
7
1
,
8
3
8

 
3
児

童
福

祉
費

1
2
,
1
6
9
,
3
6
4

1
8
0
,
6
1
9

1
2
,
3
4
9
,
9
8
3
特

定
財

源
1
3
5
,
1
8
0

一
般

財
源

4
5
,
4
3
9

 
1
総

務
費

6
,
5
8
8
,
5
0
2

1
8
0
,
6
1
9

6
,
7
6
9
,
1
2
1
特

定
財

源
1
3
5
,
1
8
0
1
1
役

務
費

3
7
8
障

害
児

通
所

給
付

費
1
8
0
,
6
1
9

1
9
扶

助
費

1
8
0
,
2
4
1

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

9
0
,
1
2
0

道
支

出
金

4
5
,
0
6
0

一
般

財
源

4
5
,
4
3
9

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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千
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款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
4
衛

生
費

4
,
3
2
8
,
4
0
5

8
,
5
0
0

4
,
3
3
6
,
9
0
5
特

定
財

源
3
,
7
7
8

一
般

財
源

4
,
7
2
2

 
1
保

健
衛

生
費

1
,
8
5
2
,
2
7
0

8
,
5
0
0

1
,
8
6
0
,
7
7
0
一

般
財

源
8
,
5
0
0

 
1
総

務
費

7
4
7
,
6
1
5

8
,
5
0
0

7
5
6
,
1
1
5
一

般
財

源
8
,
5
0
0
1
8
負

担
金

補
助

8
,
5
0
0
地

域
医

療
対

策
費

8
,
5
0
0

及
び

交
付

金
医

師
確

保
対

策
事

業
費

8
,
5
0
0
 
 
 
 

 
2
清

掃
費

2
,
4
7
6
,
1
3
5

0
2
,
4
7
6
,
1
3
5
特

定
財

源
3
,
7
7
8

一
般

財
源

△
3
,
7
7
8

 
1
総

務
費

9
7
1
,
7
8
0

0
9
7
1
,
7
8
0
特

定
財

源
3
3
8

[
内

訳
]

市
債

3
3
8

一
般

財
源

△
3
3
8

 
2
ご

み
処

理
費

1
,
3
2
4
,
2
4
5

0
1
,
3
2
4
,
2
4
5
特

定
財

源
3
,
4
4
0

[
内

訳
]

市
債

3
,
4
4
0

一
般

財
源

△
3
,
4
4
0

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
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位
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千

円
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款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
6
農

林
水

産
業

費
1
,
3
1
9
,
9
1
4

9
,
1
2
1

1
,
3
2
9
,
0
3
5
特

定
財

源
6
,
5
0
7

一
般

財
源

2
,
6
1
4

 
1
農

業
費

7
4
4
,
1
8
0

1
1
2

7
4
4
,
2
9
2
特

定
財

源
1
0
7

一
般

財
源

5

 
2
農

業
振

興
費

3
9
0
,
5
8
3

1
0
0

3
9
0
,
6
8
3
特

定
財

源
1
0
0
2
4
積

立
金

1
0
0
地

域
振

興
基

金
積

立
金

1
0
0

[
内

訳
]

寄
附

金

1
0
0

 
3
畜

産
業

費
2
1
3
,
0
2
2

1
2

2
1
3
,
0
3
4
特

定
財

源
7
1
8
負

担
金

補
助

1
2
大

家
畜

特
別

支
援

資
金

利
子

補
給

費
8

及
び

交
付

金
酪

農
・

肉
用

牛
担

い
手

緊
急

支
援

資
金

4

[
内

訳
]

利
子

補
給

費

道
支

出
金

7

一
般

財
源

5

 
3
水

産
業

費
1
2
7
,
0
7
0

9
,
0
0
9

1
3
6
,
0
7
9
特

定
財

源
6
,
4
0
0

一
般

財
源

2
,
6
0
9

 
2
振

興
費

9
8
,
6
8
0

9
,
0
0
9

1
0
7
,
6
8
9
特

定
財

源
6
,
4
0
0
1
8
負

担
金

補
助

9
,
0
0
9
衛

生
管

理
用

車
両

導
入

事
業

費
4
,
4
0
0

及
び

交
付

金
赤

潮
対

策
支

援
事

業
費

2
,
6
0
9

[
内

訳
]

魚
価

安
定

対
策

事
業

費
2
,
0
0
0

道
支

出
金

6
,
4
0
0

一
般

財
源

2
,
6
0
9

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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項

目

 
7
商

工
費

4
,
1
2
9
,
0
6
1

1
0
,
0
0
0

4
,
1
3
9
,
0
6
1
特

定
財

源
1
0
,
0
0
0

 
1
商

工
費

4
,
1
2
9
,
0
6
1

1
0
,
0
0
0

4
,
1
3
9
,
0
6
1
特

定
財

源
1
0
,
0
0
0

 
2
工

業
振

興
費

3
3
1
,
3
8
4

1
0
,
0
0
0

3
4
1
,
3
8
4
特

定
財

源
1
0
,
0
0
0
2
4
積

立
金

1
0
,
0
0
0
企

業
版

ふ
る

さ
と

納
税

基
金

積
立

金
1
0
,
0
0
0

[
内

訳
]

寄
附

金

1
0
,
0
0
0

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
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（
単

位
 
：

 
千

円
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款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
8
土

木
費

6
,
3
9
7
,
5
1
4

5
5
4
,
2
4
0

6
,
9
5
1
,
7
5
4
特

定
財

源
5
5
6
,
1
7
0

一
般

財
源

△
1
,
9
3
0

 
2
道

路
橋

梁
費

3
,
1
7
6
,
3
1
0

1
5
7
,
5
0
0

3
,
3
3
3
,
8
1
0
特

定
財

源
1
5
7
,
2
0
0

一
般

財
源

3
0
0

 
3
道

路
新

設
改

良
費

1
,
0
7
4
,
3
2
0

1
5
7
,
5
0
0

1
,
2
3
1
,
8
2
0
特

定
財

源
1
5
7
,
2
0
0
 
3
職

員
手

当
等

1
,
5
0
0
市

道
整

備
事

業
費

1
5
7
,
5
0
0

 
8
旅

費
1
0
9

[
内

訳
]

1
0
需

用
費

1
,
6
6
6

国
庫

支
出

金
1
3
使

用
料

及
び

3
5
7

9
0
,
0
0
0

賃
借

料

市
債

1
4
工

事
請

負
費

1
5
0
,
0
0
0

6
7
,
2
0
0
1
8
負

担
金

補
助

3
,
8
6
8

及
び

交
付

金

一
般

財
源

3
0
0

 
5
公

園
費

7
3
1
,
9
2
8

0
7
3
1
,
9
2
8
特

定
財

源
2
,
4
0
0

一
般

財
源

△
2
,
4
0
0

 
1
管

理
費

5
1
4
,
3
0
3

0
5
1
4
,
3
0
3
特

定
財

源
2
,
4
0
0

[
内

訳
]

市
債

2
,
4
0
0

一
般

財
源

△
2
,
4
0
0

 
6
住

宅
費

2
,
0
4
9
,
9
9
3

3
9
6
,
7
4
0

2
,
4
4
6
,
7
3
3
特

定
財

源
3
9
6
,
5
7
0

一
般

財
源

1
7
0

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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項

目  
2
建

設
費

1
,
5
3
3
,
3
1
5

3
9
6
,
7
4
0

1
,
9
3
0
,
0
5
5
特

定
財

源
3
9
6
,
5
7
0
1
4
工

事
請

負
費

3
9
6
,
7
4
0
公

営
住

宅
等

建
設

費
3
9
6
,
7
4
0

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

1
9
8
,
3
7
0

市
債

1
9
8
,
2
0
0

一
般

財
源

1
7
0

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
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千
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款
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項

目

 
9
港

湾
費

1
,
6
4
9
,
9
3
8

2
0
9
,
4
0
0

1
,
8
5
9
,
3
3
8
特

定
財

源
2
1
1
,
9
0
6

一
般

財
源

△
2
,
5
0
6

 
1
港

湾
費

1
,
6
4
9
,
9
3
8

2
0
9
,
4
0
0

1
,
8
5
9
,
3
3
8
特

定
財

源
2
1
1
,
9
0
6

一
般

財
源

△
2
,
5
0
6

 
1
管

理
費

7
4
5
,
2
9
1

0
7
4
5
,
2
9
1
特

定
財

源
2
,
5
0
6

[
内

訳
]

市
債

2
,
5
0
6

一
般

財
源

△
2
,
5
0
6

 
2
建

設
費

8
8
3
,
8
9
7

2
0
9
,
4
0
0

1
,
0
9
3
,
2
9
7
特

定
財

源
2
0
9
,
4
0
0
1
8
負

担
金

補
助

2
0
9
,
4
0
0
国

直
轄

港
湾

工
事

負
担

金
2
0
9
,
4
0
0

及
び

交
付

金

[
内

訳
]

市
債

2
0
9
,
4
0
0

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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項

目

1
0
消

防
費

1
,
0
0
1
,
8
1
5

9
6
0
,
7
2
3

1
,
9
6
2
,
5
3
8
特

定
財

源
9
6
0
,
3
5
1

一
般

財
源

3
7
2

 
1
消

防
費

1
,
0
0
1
,
8
1
5

9
6
0
,
7
2
3

1
,
9
6
2
,
5
3
8
特

定
財

源
9
6
0
,
3
5
1

一
般

財
源

3
7
2

 
3
施

設
費

6
2
4
,
3
7
4

9
6
0
,
7
2
3

1
,
5
8
5
,
0
9
7
特

定
財

源
9
6
0
,
3
5
1
 
8
旅

費
3
3
0
西

消
防

署
大

楽
毛

支
署

・
第

１
２

分
団

7
5
3
,
7
2
3

1
4
工

事
請

負
費

7
2
4
,
3
0
6
庁

舎
建

設
費

[
内

訳
]

1
8
負

担
金

補
助

2
9
,
0
8
7
企

業
版

ふ
る

さ
と

納
税

基
金

積
立

金
2
0
7
,
0
0
0

国
庫

支
出

金
及

び
交

付
金

2
6
4
,
9
5
1
2
4
積

立
金

2
0
7
,
0
0
0

寄
附

金

2
0
7
,
0
0
0

市
債

4
8
8
,
4
0
0

一
般

財
源

3
7
2

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
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項

目

1
1
教

育
費

8
,
4
3
7
,
1
4
0

3
3
,
1
5
0

8
,
4
7
0
,
2
9
0
特

定
財

源
3
9
,
6
2
6

一
般

財
源

△
6
,
4
7
6

 
1
総

務
費

3
,
9
9
0
,
6
3
7

0
3
,
9
9
0
,
6
3
7
特

定
財

源
9
7
4

一
般

財
源

△
9
7
4

 
2
事

務
局

費
2
,
8
1
2
,
0
3
9

0
2
,
8
1
2
,
0
3
9
特

定
財

源
9
7
4

[
内

訳
]

市
債
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千円 千円 千円

11

12

14

18

21

5,422 237

5,209計 755,722

繰り越しの事由
節 金 額

735,321

負 担 金 補 助 149

繰 越 金 額

補 正 前 補 正 後

97,709

0

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項 補 正

1目

1項

2款 総 務 費

3,270

92,500

0

国の繰越承認
事業として実
施する。

津波一時避難場所 役 務 費 60 0

整 備 事 業

0 0補 償 補 填

委 託 料 19,587 5,209 5,209

総 務 管 理 費

及 び 交 付 金

工 事 請 負 費 0

事 業 名
関 係 予 算

0

一 般 財 源

一 般 管 理 費

道 補 助 金 16,462 0 0

財 源 内 訳

231,200 1,500 29,300

502,638 3,472 65,139国庫補助金

市 債

及 び 賠 償 金

605
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千円 千円 千円

12

14

18

64,000 14,400 21,301

21,872 100 802

87,300 9,500 13,400

国庫補助金

市 債

一 般 財 源

計 173,172 24,000 35,503

国の繰越承認
事業として実
施する。

工 事 請 負 費 136,000 24,000 35,503

負 担 金 補 助 6,064 0 0

及 び 交 付 金

港湾施設改修事業 委 託 料 31,108 0 0

事 業 名
関 係 予 算 繰 越 金 額

繰り越しの事由
節 金 額 補 正 前 補 正 後

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項 補 正

9款 港 湾 費

1項

1目 管 理 費

港 湾 費

財 源 内 訳
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千円 千円

8

14

18

21

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

2款 総 務 費

1項 総 務 管 理 費

1目 一 般 管 理 費

国の繰越承認事業
として実施する。複 合 施 設 整 備 事 業

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

工 事 請 負 費 1,056,553 286,033

大 楽 毛 津 波 避 難 旅 費 425 0

負 担 金 補 助 15,148 14,301

及 び 交 付 金

補 償 補 填 419 0

及 び 賠 償 金

計 1,072,545 300,334

一 般 財 源 1,187 85

財 源 内 訳

国庫補助金 677,263 176,549

道 補 助 金 15,395 0

市 債 378,700 123,700
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戸籍住民基本台帳費

千円 千円

1

3

4

8

10

11

12

18

委 託 料 30,397 22,231

一 般 財 源 21,665 13,027

財 源 内 訳

国庫補助金 28,572 9,204

計 50,257 22,231

雑 入 20 0

戸籍情報・住民基本台帳 報 酬 2,755 0

0

需 用 費 4,460 0

共 済 費 594 0

旅 費 111

役 務 費 11,298 0

負 担 金 補 助 2 0

及 び 交 付 金

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

2款 総 務 費

1項 総 務 管 理 費

3目

国の繰越承認事業
として実施する。シ ス テ ム 改 修 事 業

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

職 員 手 当 等 640 0
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物価高対応子育て応援手当支給費

千円 千円

2

3

4

10

11

12

13

18

69 0

財 源 内 訳

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

3款 民 生 費

3項

4目

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額

児 童 福 祉 費

物 価 高 対 応 給 料 392 0 国の繰越承認事業
として実施する。子育て応援手当支給事業

負 担 金 補 助 68,900

賃 借 料

委 託 料 1,724 0

需 用 費 1,942 0

使 用 料 及 び

2,198

5,190

繰り越しの事由
節 金 額

職 員 手 当 等

役 務 費

400,001

及 び 交 付 金

共 済 費

0

500

301

計 411,576 69,701

60

雑 入 4 0

国庫補助金 411,572 69,701
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千円 千円

3

8

10

11

12

13

14

15

18

26

財 源 内 訳 市 債 849,300 67,200

公 課 費 33 0

一 般 財 源 55,033 300

国庫補助金 327,487 90,000

計 1,231,820 157,500

負 担 金 補 助 192,805 3,868

及 び 交 付 金

使 用 料 及 び 1,961 357

賃 借 料

工 事 請 負 費 847,745 150,000

原 材 料 費 617 0

174,328 0

役 務 費 137 0

市 道 整 備 事 業 職 員 手 当 等 5,698 1,500 国の繰越承認事業
として実施する。

需 用 費 5,027 1,666

旅 費 3,469 109

委 託 料

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

8款 土 木 費

2項 道 路 橋 梁 費

3目 道路新設改良費
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千円 千円

3

8

10

11

12

13

14

18

21

財 源 内 訳

国庫補助金 865,871 198,370

一 般 財 源 32,284 170

市 債 1,031,900 198,200

計 1,930,055 396,740

補 償 補 填 17,900 0

負 担 金 補 助 23,336 0

及 び 交 付 金

及 び 賠 償 金

工 事 請 負 費 1,749,446 396,740

使 用 料 及 び 1,943 0

賃 借 料

134,078 0

役 務 費 105 0

公 営 住 宅 等 建 設 事 業 職 員 手 当 等 1,480 0 国の繰越承認事業
として実施する。

需 用 費 1,704 0

旅 費 63 0

委 託 料

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

8款 土 木 費

6項 住 宅 費

2目 建 設 費
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千円 千円

18

財 源 内 訳

0

市 債 1,009,300 209,400

一 般 財 源 50

国 直 轄 港 湾工 事 負 担 金 負 担 金 補 助 1,009,350 209,400 国の繰越承認事業
として実施する。及 び 交 付 金

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

2目 建 設 費

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

9款 港 湾 費

1項 港 湾 費
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千円 千円

8

11

17

26

財 源 内 訳

雑 入 14,412 0

国庫補助金 38,315 22,972

一 般 財 源 6,020 5,452

市 債 163,200 93,300

計 221,947 121,724

公 課 費 263 181

消 防 車 両 購 入 事 業 旅 費 242 34 国の繰越承認事業
として実施する。

備 品 購 入 費 221,121 121,385

役 務 費 321 124

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

10款 消 防 費

1項

3目

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

消 防 費

施 設 費
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千円 千円

8

14

18

一 般 財 源 18,391 372

市 債 688,500 488,400

財 源 内 訳

道 補 助 金 3,190 0

国庫補助金 358,719 264,951

計 1,068,800 753,723

西 消 防 署 大 楽 毛 支 署 ・ 旅 費 643 330

負 担 金 補 助 33,277 29,087

及 び 交 付 金

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

10款 消 防 費

1項 消 防 費

3目 施 設 費

国の繰越承認事業
として実施する。第１２分団庁舎建設事業

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

工 事 請 負 費 1,034,880 724,306
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土木施設災害復旧費

公園施設災害復旧費

千円 千円

14 国の繰越承認事業
として実施する。

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

12款 災 害 復 旧 費

2項

3目

公 園 施 設 災 害 復 旧 事 業 工 事 請 負 費 1,500 1,500

財 源 内 訳

一 般 財 源

市 債 400 400

国庫負担金 1,007 1,007

93 93
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千

円
千

円
千

円
千

円

国
庫

補
助

金

道
補

助
金

市
債

計 負
担

金

基
金

繰
入

金

計 道
補

助
金

道
補

助
金

市
債
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２
　

一
　

　
般

　
　

職
　

（
１

）
　

総
　

　
　

括

（
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）
 

（
千
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）
 

（
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）
 

（
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）
 

（
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）
 

（
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）
 

（
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※
( 

  
  

  
)は

短
時

間
勤

務
職

員
及

び
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
に

つ
い

て
外

数
で

記
載

し
て

い
る

。

※
管

理
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手
当

に
は
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理

職
員

特
別
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手
当

を
含
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。
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議案第３９号 

 

令和７年度釧路市後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９２,０５９千円を追加し、

歳入歳出それぞれ３,１７１,２２２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 後 期 高 齢 者 3,079,163 92,059 3,171,222

医 療 収 入 1 後 期 高 齢 者 2,208,702 92,059 2,300,761

医 療 保 険 料

3,079,163 92,059 3,171,222

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 後期高齢者医療費 3,079,163 92,059 3,171,222

2 後期高齢者医療 3,019,392 92,059 3,111,451

広域連合納付金

3,079,163 92,059 3,171,222

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

1

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 後期高齢者医療 3,019,392 92,059 3,111,451 0 0 92,059 0

広域連合納付金

3,079,163 92,059 3,171,222 0 0 92,059 0歳 出 合 計

3,079,163歳 入 合 計

項 補正前の額

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

92,059 2,300,761

市 債 そ の 他
計

国道支出金

92,059

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 2,208,702

補 正 額 の 財 源 内 訳

補 正 額
一般財源

3,171,222
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議案第４０号 

 

令和７年度釧路市動物園事業特別会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の動物園事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,７３０千円を追加し、

歳入歳出それぞれ４６２,８５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。  

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動 物 園 事 業 収 入 457,125 5,730 462,855

4 寄 附 金 4,484 5,730 10,214

5 繰 入 金 386,821 △ 2,600 384,221

8 市 債 3,500 2,600 6,100

457,125 5,730 462,855

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動 物 園 事 業 費 457,125 5,730 462,855

1 事 業 費 433,235 5,730 438,965

457,125 5,730 462,855

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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補 正 後
千円 千円 千円

6,100

第２表　　地　方　債　補　正

区 分 起 債 の 目 的
限　　　　　　度　　　　　　額

補 正 前 補 正 額

追　　　加 園 内 施 設 災 害 復 旧 費 0 2,600 2,600

計 3,500 2,600
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

4

5

8

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 事 業 費 433,235 5,730 438,965 0 2,600 5,730 △ 2,600

457,125 5,730 462,855 0 2,600 5,730 △ 2,600

3,500 2,600

5,730

△ 2,600

そ の 他

386,821

補 正 額 の 財 源 内 訳

5,730

一 般 財 源

462,855

国道支出金

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

繰 入 金

寄 附 金

市 債

384,221

10,214

市 債

4,484

6,100

歳 出 合 計

457,125歳 入 合 計

項 補正前の額 補 正 額 計
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議案第４１号 

 

令和７年度釧路市病院事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度釧路市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（業務の予定量）  

第２条 令和７年度釧路市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２

条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。 

（３）主要な建設改良事業 

  ア 新棟建設等事業  ６，７１４，９２２千円 

７か年継続事業の３年次目 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補

正する。 

（科   目）   （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 病 院 事 業 収 益 21,093,007千円  52,501千円 21,145,508千円 

第２項 医 業 外 収 益  2,047,795千円  52,501千円  2,100,296千円 

支               出 

第１款 病 院 事 業 費 用 22,015,174千円   51,869千円 22,067,043千円 

第１項 医 業 費 用 21,269,332千円  51,912千円 21,321,244千円 

第２項 医 業 外 費 用   339,847千円   △43千円    339,804千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「１，２５４，３０５千円」を「１，２５

４，２３７千円」に、「８，１１６千円」を「８，１１５千円」に、「１

，２４６，１８９千円」を「１，２４６，１２２千円」に改め、資本的収
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入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入  7,267,982千円   △890千円  7,267,092千円 

第１項 企 業 債  7,258,800千円    △900千円  7,257,900千円 

第３項 寄 附 金      1千円     10千円      11千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出  8,522,287千円   △958千円  8,521,329千円 

第１項 建 設 改 良 費  7,258,986千円    △968千円  7,258,018千円 

第４項 基 金 積 立 金      51千円     10千円      61千円 

（継続費） 

第５条 予算第５条に定めた継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正す

る。 

区 分 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

変 

 

 

更 

補
正
前 

１ 

資
本
的
支
出 

１ 

建
設
改
良
費 

医 療 情 報 

シ ス テ ム 

整 備 事 業 

千円 

 

2,500,000 

令和７ 
千円 

0 

令和８ 500,000 

令和９ 2,000,000 

補
正
後 

2,180,000 

令和７ 0 

令和８ 398,292 

令和９ 1,781,708 

２ 既定の継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。 

区 分 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

 

 
  

１ 

資
本
的
支
出 

 

１ 

建
設
改
良
費 

 千円  
令和５ 

千円 

0 

変 

 

 

更 

 

補
正
前 

新 棟 建 設 等 

事 業 

 
令和６ 1,453,210 

令和７ 6,715,890 

39,306,000 令和８ 27,176,571 

 令和９ 2,173,292 
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令和10 633,369 

令和11 1,153,668 

補
正
後 

 
令和５ 0 

令和６ 1,453,210 

令和７ 6,714,922 

41,807,048 令和８ 29,678,587 

 

令和９ 2,173,292 

令和10 633,369 

令和11 1,153,668 

（債務負担行為） 

第６条 予算第６条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及

び限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 事   項 期   間 限 度 額 

追 加 
院舎清掃及び警備等

業務委託費 
令和８年度  109,230千円 

２ 既定の債務負担行為をすることができる限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 事   項 期   間 限 度 額 

変 補正前 ドクターヘリ運航委託 令和６年度から 1,641,390千円 

更 補正後 費 令和10年度まで 1,750,170千円 

（企業債） 

第７条 予算第７条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 院 舎 増 改 築 費 
千円 

6,715,800 

千円 

△900 

千円 

6,714,900 

計 7,258,800 △900 7,257,900 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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6,
82

7
51

,9
12

4,
13

8,
73

9

消
費

税
及

び
8,

86
1

△
 4

3
8,

81
8

△
 4

3
地

方
消

費
税

32
,8

20

19
,0

92

医
業

外
費

用
33

9,
84

7
△

 4
3

33
9,

80
4
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本

的
収

入
及

び
支

出

収
　

　
　

入
（
単

位
　

千
円

）

1

1

1
院

舎
増

改
築

費

3

1

支
　

　
　

出
（
単

位
　

千
円

）

1

1

1
新

棟
建

設
等

事
業

費
（
７

か
年

継
続

事
業

の
３

年
次

目
）

4

1

備
考

資
本

的
収

入
7,

26
7,

98
2

△
 8

9
0

7,
26

7,
09

2

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

△
 9

0
0

寄
附

金
1

10
11

企
業

債
7,

25
8,

80
0

△
 9

0
0

7,
25

7,
90

0

企
業

債
7,

25
8,

80
0

△
 9

0
0

7,
25

7,
90

0

資
本

的
支

出
8,

52
2,

28
7

△
 9

5
8

8,
52

1,
32

9

寄
附

金
1

10
11

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

建
設

改
良

費
7,

25
8,

98
6

△
 9

6
8

7,
25

8,
01

8

院
舎

増
改

築
費

6,
71

5,
89

0
△

 9
6
8

6,
71

4,
92

2

備
考

基
金

積
立

金
51

10
61

△
 9

6
8

基
金

積
立

金
51

10
61
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（
間

接
法

に
よ

り
作

成
）

１
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

当
年

度
純

利
益

（
△

は
損

失
）

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

有
形

固
定

資
産

売
却

損
益

（
△

は
益

）

退
職

給
付

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

貸
倒

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

長
期

前
受

金
戻

入
額

資
本

費
繰

入
収

益

修
学

資
金

給
与

費

長
期

前
払

消
費

税
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

受
取

利
息

及
び

受
取

配
当

金

支
払

利
息

未
収

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

貯
蔵

品
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

前
払

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

未
払

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

未
払

費
用

の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

預
り

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

そ
の

他
流

動
負

債
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

小
計

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

額

利
息

の
支

払
額

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

２
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

有
形

固
定

資
産

の
売

却
に

よ
る

収
入

国
庫

補
助

金
等

の
返

還
に

よ
る

支
出

一
般

会
計

又
は

他
の

特
別

会
計

か
ら

の
繰

入
金

に
よ

る
収

入

修
学

資
金

の
貸

付
に

よ
る

支
出

修
学

資
金

の
返

還
に

よ
る

収
入

基
金

の
積

立
に

よ
る

支
出

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

9,
18

0

△
 6

1

△
 6

,5
2
3
,1

0
0

12
7,

45
5

△
 6

1
,1

7
6

53

△
 1

5
9
,7

0
7

△
 8

0
7
,6

2
4

△
 6

,5
9
8
,1

9
9 1

△
 3

0
0

△
 6

4
7
,9

7
0

37
,9

08

△
 5

2
9
,2

1
5

△
 5

3

15
9,

70
7

△
 1

,5
8
2

1,
00

0

4,
56

5

△
 1

6
0
,9

0
3

△
 1

,5
0
0

△
 2

1
0
,0

8
7

△
 2

1
6
,4

8
7

△
 1

,4
3
0

1,
03

0

△
 1

2
7
,4

5
51

△
 1

4
,1

8
3

令
和

７
年

度
釧

路
市

病
院

事
業

予
定

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

補
正

(
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
）

（
単

位
　

千
円

）

△
 9

3
0
,6

4
2

1,
20

6,
84

3

13
4,

51
3

- 127 -



３
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

一
時

借
入

れ
に

よ
る

収
入

一
時

借
入

金
の

返
済

に
よ

る
支

出

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
に

よ
る

収
入

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出

寄
附

金
に

よ
る

収
入

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

４
資

金
減

少
額

５
資

金
期

首
残

高

６
資

金
期

末
残

高

4
,6

0
8
,6

8
1

3
,3

3
4
,0

9
4

7,
25

7,
90

0

△
 1

,2
0
1
,7

7
4

11

6
,0

5
6
,1

3
7

1
,2

7
4
,5

8
7

4,
50

0,
00

0

△
 4

,5
0
0
,0

0
0
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

％

継
続

費
に

関
す

る
調

書
補

正

区
分

款
項

事
業

名

全
体

計
画

前
前

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
（

見
込

）
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額

当
該

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

補 　 　 正 　 　 前

令
５

0

翌
年

度
以

降
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

継
続

費
の

総
額

に
対

す
る

進
捗

率
年

度
年

割
額

左
の

財
源

内
訳

企
業

債
損

益
勘

定
留

保
資

金

－
0.

0

令
６

1,
45

3,
21

0
1,

45
3,

20
0

1
0

－
1,

45
3,

21
0

－
1,

45
3,

21
0

0
0

0
0

－
0

－
3.

7

令
７

6,
71

5,
89

0
6,

71
5,

80
0

9
0

－
－

6,
71

5,
89

0
6,

71
5,

89
0

－
17

.1

69
.2

令
９

2,
17

3,
29

2
2,

17
3,

20
0

9
2

－
－

－
－

2,
17

3,
29

2
5.

5

令
８

27
,1

76
,5

71
27

,1
76

,5
00

71
－

－
－

－
27

,1
76

,5
71

8,
16

9,
10

0

1.
6

令
１

１
1,

15
3,

66
8

1,
15

3,
60

0
6
8

－
－

－
－

1,
15

3,
66

8
2.

9

令
１

０
63

3,
36

9
63

3
,3

0
0

69
－

－
－

－
63

3,
36

9

令
７

新
棟

建
設

等
事

業

計
39

,3
06

,0
00

39
,3

05
,6

00
4
00

0
1,

45
3,

21
0

6,
71

5,
89

0

16
.1

31
,1

36
,9

00
10

0
.0

補 　 　 正 　 　 後

令
５

0
0

0
0

0
－

0
－

0.
0

令
６

1,
45

3,
21

0
1,

45
3,

20
0

1
0

－
1,

45
3,

21
0

－
1,

45
3,

21
0

－
3.

5

－
29

,6
78

,5
87

6,
71

4,
92

2
6,

71
4,

90
0

2
2

－
－

6,
71

4,
92

2
6,

71
4,

92
2

－

－
－

－
－

63
3,

36
9

71
.0 5.
2

1.
5

令
９

2,
17

3,
29

2
2,

17
3,

20
0

9
2

－
－

－
－

2,
17

3,
29

2

令
８

29
,6

78
,5

87
29

,6
78

,5
00

87
－

－
－

令
１

０

10
0.

0

－
－

1,
15

3,
66

8
2.

7

計
41

,8
07

,0
48

41
,8

06
,7

00
3
48

0
1,

45
3,

21
0

令
１

１
1,

15
3,

66
8

1,
15

3,
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0
6
8

－
－

6,
71

4,
92

2
8,

16
8,
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2

3
3,

63
8,
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6
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9
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3
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0
0
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円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円
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テ
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事
業
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0

2,
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0
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－

－
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0

1
00
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９

1,
78

1,
70

8
1,
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1,
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0

8
－

－
－

－
1,

78
1,

70
8

0.
0

令
８

39
8,

29
2

39
8
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0
0
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－

－
－

－
39

8,
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2
18

.3

令
７

0
0

0
－

－
0

0
－
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計
2,

50
0,

00
0

2,
50

0,
00

0
0

－
－

0
0

2,
50

0,
00

0
1
00

.0

令
９

2,
00

0,
00

0
2,

00
0,

00
0

0
－

－
－

－
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0,

00
0

0.
0

令
８
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0,
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0
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0
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0
0

0
－

－
－

－

令
７

0
0

0
－

－
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－
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款
項
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ま

で
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払

義
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生
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末
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で
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支

払
義

務
発

生
（

見
込

）
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額

当
該

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

翌
年

度
以

降
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

継
続

費
の

総
額

に
対

す
る

進
捗

率
年

度
年

割
額
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の

財
源

内
訳

企
業

債
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益
勘

定
留

保
資

金
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

3
0
5
,7

7
8

1
,6

9
3
,9

8
7

1
,6

7
1
,4

8
7

1
,0

5
2
,4

5
8

左
の

財
源

内
訳

支
払

義
務

発
生

予
定

額

00

―
　

―
　

―
　

―
　

―
　

1
,3

8
3
,0

1
9

8
0
7
,5

2
8

補 正 後
5
,5

2
3
,7

5
8

5
,2

8
3
,7

6
3

補 正 前

合
　

　
　

　
計

5
,3

0
5
,7

4
8

5
,0

6
5
,7

5
3

―

0

9
8
4
,8

3
4

0

2
,2

4
9
,0

0
3

2
,4

5
6
,6

9
3

3
2
8
,2

7
8

0
3
6
1
,0

9
8

3
6
1
,0

9
8

0
1
,0

8
3
,2

9
4

0
1
,0

8
3
,2

9
4

9
8
4
,8

3
4

0

企
業

債

3
2
8
,2

7
8

令
8
～

令
1
0

0
0

3
2
8
,2

7
8

0

企
業

債

0

金
額

道
補

助
金

高
等

看
護

学
院

収
益

医
業

収
益

債
務

負
担

行
為

に
関

す
る

調
書

補
正

区
分

事
項

限
度

額
負

担
額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
見

込
額

当
該

年
度

左
の

財
源

内
訳

翌
年

度
以

降
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

道
補

助
金

高
等

看
護

学
院

収
益

医
業

収
益

期
間

期
間

金
額

金
額

追 　 加
1
0
9
,2

3
0

1
0
9
,2

3
0

―
院

舎
清

掃
及

び
警

備
等
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務

委
託

費

1
,4

1
5
,8

3
9

3
2
8
,4

9
1

3
6
1
,3

1
1

1
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8
3
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2
0

0
2
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7
0

―

9
1
6
,7

5
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0
1
0
9
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3
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―
　

令
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1
0
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3
0
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0
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0
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5
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0

変 　 　 　 更

補 正 前 補 正 後
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ク
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ー
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リ
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委
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0

1
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1
,3

9
0

1
,6

4
1
,3

9
0

- 131 -



（
単

位
　

千
円

）

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
企

業
債

合
計

1
,1

8
2
,2

8
2

流
動

負
債

企
業

債

1
,1

8
2
,2

8
2

引
当

金
退

職
給

付
引

当
金

引
当

金
合

計

3
,4

8
0
,9

3
8

3
,4

8
0
,9

3
8

1
8
,3

2
2
,0

2
2

1
,7

1
7
,5

8
3

負
債

資
本

合
計

2
4
,4

8
9
,7

8
8

固
定

負
債

合
計

2
4
,4

8
9
,7

8
8

負
債

の
部

剰
余

金
合

計
資
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△
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蔵
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固
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
１

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
の

概
要

貯
蔵

品
　

先
入

先
出

法
に

よ
る

原
価

法
釧

路
市

病
院

事
業

会
計

は
、

市
立

釧
路

総
合

病
院

及
び

高
等

看
護

学
院
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運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

２
固

定
資

産
の

減
価

償
却

の
方

法
こ

の
２

つ
を
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告

セ
グ

メ
ン

ト
と

し
て

い
る

。
(１

)
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形
固

定
資

産
（
リ
ー

ス
資

産
を

除
く

。
）

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
・

減
価

償
却

の
方

法
定

額
法

に
よ

る
。

病
院

・
主

な
耐

用
年

数
看

護
師

養
成

建
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4
7
年
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報

告
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グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
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築
物

1
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～

5
0
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前
年

度
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令

和
６
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４
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至
　

令
和

７
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３
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３
１

日
）

器
械

備
品
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1
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単

位
　

千
円
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車
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6
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ス
資

産
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収

益
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権
移

転
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に
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る
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ス
資

産
医

業
費
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所

有
の

固
定

資
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に
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す
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価
償

却
方
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方
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業
損
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転
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損
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を
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３
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計
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法
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倒
引

当
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収
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手
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損
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。
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に
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固

定
資
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た
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。
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定
資

産
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え
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４
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３
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額
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。
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に
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全
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に
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業
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負
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す
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し
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。
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。
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。
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損
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業
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翌
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に
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に
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損
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す
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0
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0
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議案第４２号 

 

令和７年度釧路市水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度釧路市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（業務の予定量） 

第２条 令和７年度釧路市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２

条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。 

（４）主要な建設改良事業 

ア 管 路 布 設    ３，１１７ｍ 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「２，４８７，６２７千円」を「２，７１

２，７９０千円」に、「１３０，８３４千円」を「３５５，９９７千円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収                入 

第１款 資 本 的 収 入  2,065,915千円 1,089,997千円  3,155,912千円 

第１項  企 業 債 1,179,900千円   898,000千円 2,077,900千円 

  第５項 国 庫 補 助 金   349,714千円  191,997千円   541,711千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出 4,553,542千円 1,315,160千円  5,868,702千円 

第１項 建 設 改 良 費 2,997,654千円 1,315,160千円 4,312,814千円 

 （債務負担行為） 

第４条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及

び限度額を、次のとおり補正する。 
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区 分 事   項 期   間 限 度 額 

追 加 配水管整備事業費 令和８年度 139,051千円 

（企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 
上 水 道 配 水 管 

整 備 事 業 費 

千円 

334,700 

千円 

898,000 

千円 

1,232,700 

計 1,179,900 898,000 2,077,900 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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91
5

1,
08

9,
99

7
3,

15
5,

91
2

企
業

債
1,

17
9,

90
0

89
8,

00
0

2,
07

7,
90

0

令
和
７
年
度
釧
路
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
実
施
計
画

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

備
考
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補 正 後

変 更
配

水
管

整
備

事
業

費

19
7
,6

04

13
,0

35

19
7
,6

04
－

－
－

－

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

6,
2
54

,5
48

11
8
,4

53
6,

2
50

,5
37

62
3
,4

00

－

19
,1

11
,2

7
5

17
,4

90
,0

1
2

19
,2

50
,3

2
6

17
,4

44
,4

9
4

補 正 前
合

　
　

　
　

計
－

8,
3
96

,1
37

補 正 後

千
円

65
5
,2

00
1,

9
58

,4
67

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

－
－

令
8

13
9
,0

51
11

1
,2

00
0

0

令
8

12
7
,4

00

7,
1
35

,4
08

7,
0
89

,8
90

63
9
,6

00
14

3
,7

60

債
務

負
担

行
為

に
関

す
る

調
書

補
正

区 　 分
事

　
　

　
項

限
度

額
負

担
額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
見

込
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額
左

の
財

源
内

訳
翌

年
度

以
降

の
支

払
義

務
発

生
予

定
額

左
の

財
源

内
訳

給
水

収
益

等
給

水
収

益
等

期
間

金
額

企
業

債
出

資
金

国
庫

補
助

金
期

間
金

額
金

額
企

業
債

出
資

金
国

庫
補

助
金

13
9
,0

51
13

9
,0

51
－

－
－

－
－

13
,0

35
0

44
,8

97

13
,0

35

0

0

－
－

27
,8

51

19
7
,6

04

50
0
,0

00
34

4
,5

17
45

8
,7

50
97

,5
00

25
,3

07

－

補 正 前

追 加
配

水
管

整
備

事
業

費
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（
単

位
　

千
円

）

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

3
,3
3
9
,3
6
7

資
本

合
計

2
4
,7
6
7
,2
8
9

負
債

資
本

合
計

6
8
,9
9
9
,8
5
2

87
0
,0

00

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
2,

24
9
,8

13

利
益

剰
余

金
合

計
3,

30
9
,1

40

剰
余

金
合

計

引
当

金
合

計
48

1
,8

87
減

債
積

立
金

18
9
,3

27

固
定

負
債

合
計

2
9
,1
9
3
,9
8
9

建
設

改
良

積
立

金

企
業

債
合

計
28

,7
1
2,

10
2

資
本

剰
余

金
合

計
30

,2
2
7

引
当

金

退
職

給
付

引
当

金
48

1
,8

87
利

益
剰

余
金

企
業

債
資

本
剰

余
金

28
,7

1
2,

10
2

受
贈

財
産

評
価

額
11

,7
2
7

寄
附

金
18

,5
0
0

資
本

の
部

負
債

の
部

資
本

金
2
1
,4
2
7
,9
2
2

固
定

負
債

剰
余

金

流
動

資
産

合
計

4
,1
8
7
,0
6
5

資
産

合
計

6
8
,9
9
9
,8
5
2

貸
倒

引
当

金
△

 3
9
,5

5
9

1,
93

3
,0

46
繰

延
収

益
合

計
1
1
,4
4
6
,4
5
6

貯
蔵

品
53

,4
0
8

負
債

合
計

4
4
,2
3
2
,5
6
3

現
金

預
金

2,
20

0
,6

11
長

期
前

受
金

18
,5

5
8,

02
9

未
収

金
1,

97
2
,6

05
収

益
化

累
計

額
△

 7
,1

1
1
,5

7
3

固
定

資
産

合
計

6
4
,8
1
2
,7
8
7

流
動

負
債

合
計

3
,5
9
2
,1
1
8

流
動

資
産

繰
延

収
益

出
資

金
3,

02
7

引
当

金
合

計
50

,7
6
3

4,
37

7
預

り
金

52
,1

2
5

投
資

そ
の

他
の

資
産

賞
与

引
当

金
41

,9
4
9

投
資

有
価

証
券

1,
35

0
法

定
福

利
費

引
当

金
8,

81
4

電
話

加
入

権
2,

68
9

未
払

金
2,

20
2
,8

24

無
形

固
定

資
産

合
計

2,
68

9
引

当
金

1,
28

6
,4

06

有
形

固
定

資
産

合
計

64
,8

0
5,

72
1

無
形

固
定

資
産

企
業

債
合

計
1,

28
6
,4

06

有
形

固
定

資
産

11
1
,7

88
,3

53
企

業
債

減
価

償
却

累
計

額
△

 4
6
,9

8
2
,6

3
2

64
,8

0
5,

72
1

令
和
７
年
度
釧
路
市
水
道
事
業
予
定
貸
借
対
照
表
補
正

（
令
和
８
年
３
月
３
１
日
）

資
産

の
部

固
定

資
産

流
動

負
債
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
有

価
証

券
の

評
価

基
準

及
び

評
価

方
法

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

そ
の

他
有

価
証

券
　

移
動

平
均

法
に

よ
る

原
価

法
釧

路
市

水
道

事
業

会
計

は
、

上
水

道
事

業
及

び
簡

易
水

道
事

業
を

運
営

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

の
２

つ
を

２
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
貯

蔵
品

　
先

入
先

出
法

に
よ

る
原

価
法

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
３

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

(１
)

有
形

固
定

資
産

　
水

道
事

業
の

う
ち

、
簡

易
水

道
事

業
以

外
の

、
計

画
給

水
人

口
が

5
,0

0
0
人

を
超

え
る

水
道

・
減

価
償

却
の

方
法

事
業

。
釧

路
市

街
地

区
の

水
道

事
業

（
釧

路
町

域
を

含
む

。
）

定
額

法
に

よ
る

。
　

計
画

給
水

人
口

が
5
,0

0
0
人

以
下

の
水

道
事

業
。

計
画

給
水

人
口

の
規

模
が

小
さ

い
も

の
。

・
主

な
耐

用
年

数
山

花
・
阿

寒
・
飽

別
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
簡

易
水

道
事

業
(二

俣
飲

用
水

事
業

含
む

。
)

建
物

1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
構

築
物

1
0
～

5
8
年

前
年

度
（
自

　
令

和
６

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

７
年

３
月

３
１

日
）

機
械

及
び

装
置

 8
～

1
7
年

（
単

位
　

千
円

）
車

両
運

搬
具

 3
～

6
年

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 3

～
1
5
年

営
業

収
益

(２
)

無
形

固
定

資
産

営
業

費
用

・
減

価
償

却
の

方
法

営
業

損
益

定
額

法
に

よ
る

。
経

常
損

益
４

引
当

金
の

計
上

方
法

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
(１

)
貸

倒
引

当
金

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
債

権
の

不
納

欠
損

に
よ

る
損

失
に

備
え

る
た

め
、

貸
倒

実
績

率
等

に
よ

る
回

収
不

能
見

込
み

額
を

そ
の

他
の

項
目

計
上

し
て

い
る

。
他

会
計

繰
入

金
(２

)
退

職
給

付
引

当
金

減
価

償
却

費
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
有

形
固

定
資

産
及

び
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

(３
)

賞
与

引
当

金
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

当
年

度
（
自

　
令

和
７

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

８
年

３
月

３
１

日
）

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

（
単

位
　

千
円

）
(４

)
法

定
福

利
費

引
当

金
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
る

支
出

見
込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
セ

グ
メ

ン
ト
負

債
５

消
費

税
等

の
会

計
処

理
そ

の
他

の
項

目
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

会
計

処
理

は
税

抜
方

式
に

よ
っ

て
い

る
。

他
会

計
繰

入
金

減
価

償
却

費
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

有
形

固
定

資
産

及
び

１
企

業
債

の
償

還
に

係
る

他
会

計
の

負
担

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

に
償

還
予

定
の

も
の

も
含

む
。

）
の

う
ち

、
「
水

道
事

業
に

対
す

る
繰

出
基

準
」
に

基
づ

き
、

一
般

会
計

が
負

担
Ⅳ

そ
の

他
す

る
と

見
込

ま
れ

る
額

は
8
8
6
,5

4
0
千

円
で

あ
る

。
１

貸
倒

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

不
納

欠
損

処
分

を
す

る
た

め
貸

倒
引

当
金

8
,1

9
2
千

円
を

取
り

崩
す

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

3
0
,9

2
9
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
4
2
,3

1
4
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

8
,4

3
0
千

円
を

取
り

崩
す

。

事
業

区
分

事
　

　
業

　
　

の
　

　
内

　
　

容

上
水

道
事

業

簡
易

水
道

事
業

上
水

道
事

業
簡

易
水

道
事

業
合

　
計

3
,9

4
0
,4

8
6

2
5
4
,7

7
4

4
,1

9
5
,2

6
0

3
,7

6
3
,1

4
9

3
9
3
,0

1
4

4
,1

5
6
,1

6
3

1
7
7
,3

3
7

△
 1

3
8
,2

4
0

3
9
,0

9
7

4
4
9
,0

1
4

3
7
,4

6
2

4
8
6
,4

7
6

6
1
,1

8
6
,4

7
3

2
,9

3
3
,7

9
5

6
4
,1

2
0
,2

6
8

3
7
,7

4
4
,3

5
2

2
,4

8
2
,2

9
0

4
0
,2

2
6
,6

4
2

3
4
1
,3

4
3

1
9
0
,1

7
5

5
3
1
,5

1
8

1
,9

1
3
,2

1
7

2
0
1
,6

1
7

2
,1

1
4
,8

3
4

5
,9

7
8
,4

3
9

△
 1

2
3
,4

3
8

5
,8

5
5
,0

0
1

上
水

道
事

業
簡

易
水

道
事

業
合

　
計

6
6
,2

1
7
,4

3
2

2
,7

8
2
,4

2
0

6
8
,9

9
9
,8

5
2

4
1
,9

8
1
,4

2
9

2
,2

5
1
,1

3
4

4
4
,2

3
2
,5

6
3

4
,1

8
0
,4

0
4

△
 1

0
7
,3

4
8

4
,0

7
3
,0

5
6

3
2
0
,0

5
1

2
4
1
,5

1
9

5
6
1
,5

7
0

1
,9

7
2
,4

8
0

2
0
3
,3

8
4

2
,1

7
5
,8

6
4
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議案第４３号 

 

令和７年度釧路市下水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度釧路市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところ

による。 

（業務の予定量） 

第２条 令和７年度釧路市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

２条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。 

（２）主要な建設改良事業 

ア 管 渠 布 設    ２，４５２ｍ 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「２，３２６，１６４千円」を「２，４２

４，８６４千円」に、「３８７，７９２千円」を「４８６，４９２千円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）   （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入  2,353,235千円   933,300千円 3,286,535千円 

第１項 企 業 債 1,407,300千円   423,800千円 1,831,100千円 

第２項 国 庫 補 助 金  916,311千円   509,500千円 1,425,811千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出  4,679,399千円 1,032,000千円 5,711,399千円 

第１項  建 設 改 良 費 2,480,615千円 1,032,000千円 3,512,615千円 

（債務負担行為） 

第４条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及

び限度額を、次のとおり補正する。 
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区 分 事   項 期   間 限 度 額 

追 加 
下水終末処理場維持補修費 令和８年度   31,988千円 

下水道築造事業費 令和８年度  104,000千円 

（企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 
下 水 道 建 設 

事 業 費 

千円 

1,407,300 

千円 

423,800 

千円 

1,831,100 

計 1,435,300 423,800 1,859,100 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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資
本
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収
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年
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水
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業
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計
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予
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施
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計
備

考

資
本

的
収
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35
3,

23
5

93
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30
0
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28
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53

5

款
項

目
既

決
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定
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予
定

額
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00
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30
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支
　

　
　

出
（
単

位
　

千
円

）

1

1

2
公

共
下

水
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整
備
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業
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事
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費
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線

管
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流
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延
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特
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環
境

保
全
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共
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道
整

備
事

業
費

補
助

事
業

費

建
設

改
良

費
2,

48
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61
5

1,
03

2,
00

0
3,

51
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61
5

整
備

費
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80
0

1,
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2,
00

0
3,

34
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0

資
本

的
支
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4,
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1,
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2,
00

0
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9

款
項

目
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決
予
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予
定

額
計
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0

区
　

　
分

工
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備
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分

工
　

事
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朽
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調
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補 正 前 補 正 後

国
庫

補
助

金

債
　
　
務
　
　
負
　
　
担
　
　
行
　
　
為
　
　
に
　
　
関
　
　
す
　
　
る
　
　
調
　
　
書
　
　
補
　
　
正

区 　 分
事

　
　

　
項

限
度

額
負

担
額

前
年

度
末

ま
で
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支

払
義

務
発

生
見

込
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額
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財
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収
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助
金
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益
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負
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び
内

部
留

保
資

金
期

間
金

額
下

水
道

事
業

収
益

企
業

債
国

庫
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助
金

千
円

千
円

下
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処
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－
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（
単

位
　

千
円

）

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

流
動

負
債

合
計
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7
6
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庫

補
助
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道
補

助
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負
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固
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
な

お
、

各
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
１

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

事
業

区
分

事
　

業
　

の
　

内
　

容
　

 (
1
)　

有
形

固
定

資
産

（
１

）
有

形
固

定
資

産
都

市
計

画
事

業
と

し
て

執
行

す
る

も
の

。
主

と
し

て
市

街
地

に
お

け
る

下
水

を
排

除
し

、
・

減
価

償
却

の
方

法
又

は
処

理
す

る
た

め
に

市
が

管
理

す
る

下
水

道
。

古
川

・
白

樺
・
大

楽
毛

処
理

区
定

額
法

に
よ

る
。

都
市

計
画

区
域

以
外

の
区

域
に

お
い

て
執

行
す

る
も

の
。

市
街

化
区

域
以

外
の

人
口

・
主

な
耐

用
年

数
集

中
地

域
で

水
環

境
の

保
全

が
必

要
な

地
域

に
お

い
て

整
備

を
行

っ
た

下
水

道
。

阿
建

物
6
～

5
0
年

寒
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
処

理
区

構
築

物
1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
機

械
及

び
装

置
6
～

2
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
６

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

７
年

３
月

３
１

日
）

車
両

運
搬

具
3
～

5
年

（
単

位
　

千
円

）
工

具
、

器
具

及
び

備
品

3
～

1
5
年

２
引

当
金

の
計

上
方

法
（
１

）
貸

倒
引

当
金

営
業

収
益

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
貸

倒
実

績
率

等
に

よ
る

回
収

不
能

見
込

み
額

を
営

業
費

用
計

上
し

て
い

る
。

営
業

損
益

（
２

）
退

職
給

付
引

当
金

経
常

損
益

職
員

の
退

職
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
退

職
手

当
の

要
支

給
額

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
（
３

）
賞

与
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

他
会

計
繰

入
金

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

減
価

償
却

費
（
４

）
法

定
福

利
費

引
当

金
有

形
固

定
資

産
及

び
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

る
支

出
見

込
額

に
基

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

３
消

費
税

等
の

会
計

処
理

当
年

度
（
自

　
令

和
７

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

８
年

３
月

３
１

日
）

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
会

計
処

理
は

税
抜

方
式

に
よ

っ
て

い
る

。
（
単

位
　

千
円

）

Ⅱ
予

定
貸

借
対

照
表

等
関

連
１

企
業

債
の

償
還

に
係

る
他

会
計

の
負

担
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
貸

借
対

照
表

に
計

上
さ

れ
て

い
る

企
業

債
（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
一

般
会

計
が

負
担

す
る

と
見

込
ま

れ
る

額
は

6
,8

8
1
,2

0
2
千

円
そ

の
他

の
項

目
で

あ
る

。
他

会
計

繰
入

金
減

価
償

却
費

Ⅲ
セ

グ
メ

ン
ト
情

報
の

開
示

有
形

固
定

資
産

及
び

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

釧
路

市
下

水
道

事
業

会
計

は
、

公
共

下
水

道
事

業
及

び
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

事
業

を
運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
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す
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諮問第１号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 

 

次の者を、人権擁護委員候補者に推薦いたしたいので、議会の意見を求め

たい。 

記 

氏   名 

 

氏   名 

 

氏   名 

 

氏   名 

 

氏   名 

 

令和８年２月２６日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（ 参 考 ）  

 

人 権 擁 護 委 員 法 抜 粋  

 

（ 委 員 の 推 薦 及 び 委 嘱 ）  

第 ６ 条  （ １ 、 ２ 項  略 ）  

３  市 町 村 長 は 、 法 務 大 臣 に 対 し 、 当 該 市 町 村 の 議 会 の 議 員 の 選 挙 権 を 有 す

る 住 民 で 、 人 格 識 見 高 く 、 広 く 社 会 の 実 情 に 通 じ 、 人 権 擁 護 に つ い て 理 解

の あ る 社 会 事 業 家 、 教 育 者 、 報 道 新 聞 の 業 務 に 携 わ る 者 等 及 び 弁 護 士 会 そ

の 他 婦 人 、 労 働 者 、 青 年 等 の 団 体 で あ つ て 直 接 間 接 に 人 権 の 擁 護 を 目 的 と

し 、 又 は こ れ を 支 持 す る 団 体 の 構 成 員 の 中 か ら 、 そ の 市 町 村 の 議 会 の 意 見

を 聞 い て 、 人 権 擁 護 委 員 の 候 補 者 を 推 薦 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 以 下  略 ）  
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